
 

 

政策会議付議事案書（令和７年１０月６日） 

提案課名 デジタル推進課 

報告者名 森谷 隆志 

事案名 
秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正することにつ 

いて 
資料 有 

目
的
・
必
要
性 

「秦野市個人番号の利用事務を定める条例（以下「本条例」という。）」につい

て、次の２つの理由により改正するものです。 

１ 「住登外者」の管理 

住民基本台帳や市税等を管理する基幹系システムについて、令和８年１月に

標準仕様システムへの移行を予定しており、本市の住民基本台帳に記録されて

いない「住登外者」の管理機能を実装します。これまでも各市町村が独自に管

理している「住登外者」の取り扱いについて、国による見直しの結果、「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）」の規定による、個人番号（マイナンバー）の独自利用

及び庁内連携を行う事務として、条例整備の必要性が示されたものです。 

２ 「外国人生保事務」の位置づけ変更 

番号法において、「外国人に対する生活保護の措置に関する事務（以下「外

国人生保事務」という。）」が新たに準法定事務として規定されました。この

ことについて、国からの通知により、各市町村の条例において規定している

「外国人生保事務」について、独自利用を行う事務からの位置づけ変更など、

条例整備の必要性が示されたものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 「住登外者」の管理 

令和６年４月 デジタル庁からの通知により、標準仕様システムに「住登外

者宛名番号管理機能」を実装する際は、番号法第９条第２項の

規定により、条例整備の必要があるとの見解が示される。 

２ 「外国人生保事務」の位置づけ変更 

令和６年５月 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定

事務処理者を定める命令」が施行され、番号法において、外国

人生保事務が準法定事務として規定される。 

同月     デジタル庁及び総務省からの通知により、然るべき時期に独

自利用事務からの位置づけ変更など条例整備の必要性が示さ

れ、留意事項として、令和７年６月までは、現行条例に基づく

独自利用事務として他機関との情報連携を行う事が示される。 

 議題２ 

1



 

 

 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部について、国の通知に従い、次の

とおり改正すること。 

１ 「住登外者宛名番号管理機能」による住登外者の情報の管理に関する情報（以

下「住登外者宛名情報」という。）を取り扱う全ての事務について、特定個人情

報として規定すること。 

２ 住登外者宛名情報の管理に関する事務を、独自利用を行う事務として規定する

こと。 

３ 外国人生保事務について、準法定事務として規定すること。併せて、取り扱う

特定個人情報について、日本人を対象とする「生活保護法」に基づく事務と統一

化すること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和７年１１月 市議会第４回定例月会議へ条例改正議案を提出 

令和８年１月  改正条例の施行 

同月      標準仕様に準拠した基幹系システムの運用を開始 
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議案第  号資料 

 

秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正す 

ることについて 

 

１ 条例改正の背景 

次の２つの理由により改正するものです。 

(1) 本市では、住民基本台帳や市税等を管理する基幹系システムに

ついて、法に基づき令和８年１月に全国統一の標準仕様に適合し

たシステムへ移行予定です。これに伴い、住民基本台帳に記録され

ていない「住登外者」の管理機能について、国による見直しの結果、

個人番号（マイナンバー）の独自利用及び庁内連携を行う事務とし

て、条例に定める必要があります。 

(2) 現在、独自利用を行う事務として条例に規定する「外国人に対す

る生活保護の措置に関する事務（以下「外国人生保事務」という。）」

について、省令の施行により、準法定事務として規定されたことか

ら、条例を整備する必要があります。 

 

２ 改正の概要（条例別表） 

(1) 「住登外者宛名番号管理機能」による住登外者の情報の管理に関

する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）を取り扱う全ての

事務について、特定個人情報として規定 

(2) 住登外者宛名情報の管理に関する事務について、独自利用を行

う事務として規定 

(3) 外国人生保事務について、準法定事務として規定。併せて、取り

扱う特定個人情報について、日本人を対象とする生活保護法によ

る事務と統一化 

 

３ 条例の別表の改正前及び改正後イメージ図 

  別紙のとおり 

 

４ 施行日 

  令和８年１月 1 日 

 資料１ 
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項 事務 事務名称 特定個人情報

1～11 独自利用
事務

外国人生
保事務

他機関と情報連
携及び庁内連携
をする情報１

〃 情報２
重度障害
者医療費
助成事務
など

（以下、同様に
その事務で取り
扱う情報を全て
規定）

12～23 法定事務 地方税法
に関する
事務など

庁内連携をする
情報１
※他機関と情報
連携をする情報
は番号法に規定

〃 情報２

（以下、同様に
その事務で取り
扱う情報を全て
規定）

項 事務 事務名称 特定個人情報

1～10 独自利用
事務

重度障害者医療
費助成事務など

他機関と情報連携及び庁内連
携をする情報１

〃 情報２

（以下、同様にその事務で取
り扱う情報を全て規定）

「住登外者宛名情報」を追加

11 独自利用
事務

住登外者宛名番
号管理機能によ
る住登外者の情
報の管理に関す
る事務
（今回追加）

他機関と情報連携及び庁内連
携をする情報１～３８

12～23 法定事務 地方税法に関す
る事務など

庁内連携をする情報１

〃 情報２

（以下、同様にその事務で取
り扱う情報を全て規定）

「住登外者宛名情報」を追加

24～33 法定事務 予防接種法によ
る予防接種の実
施に関する事務
など
（今回追加）

住登外者宛名情報

34 準法定事
務

外国人生保事務 庁内連携をする情報１～１０
（第１３項の生活保護法によ
る事務と統一化）

(1)

(2)

(3)

項番１から削除し、
項番３４に移動。

条例の別表の改正前及び改正後イメージ図

第１項の外国人
生保事務を削除
したため、２番
以降の項番を繰
上げ

別紙

(1)

(1)

改正前 改正後
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議案第  号  

 

   秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正することに 

ついて 

 

 秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を別紙のとおり改正するもの

とする。 

 

  令和７年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 次の理由により改正するものであります。 

 (1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、本市の基幹

系システムを全国統一仕様のシステムに移行することに伴い、住民基本台

帳に記録されていない者を管理する事務について、新たに追加すること。 

 (2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令

の施行に伴い、外国人に対する生活保護の措置に関する事務が準法定事務

とされたため、所要の整備を行うこと。 

 

 資料２ 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市個人番号の利用事務を定める条例（平成２７年秦野市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号中「法別表の第２欄に掲げる事務」を「法別表の第２欄

に掲げる事務（準法定事務を含む。）」に、「第２３項」を「第３４項」に改

める。 

 別表第１項を削り、同表中 

「 

２ 秦野市重度障害者医

療費の助成に関する条

例（平成８年秦野市条

例第２５号）による重

度障害者医療費の助成

に関する事務 

地方税法その他地方税に関する法律に基づき

算定した都道府県民税に係る税額又はその算

定の基礎となる事項に関する情報（以下「都

道府県民税関係情報」という。） 

 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の実施又は就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関係情報」とい

う。） 

社会局長通知による外国人に対する生活保護

の措置に関する情報（以下「外国人生活保護

関係情報」という。） 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

国民健康保険法による国民健康保険の被保険

者の資格に関する情報（以下「国民健康保険

資格関係情報」という。） 

後期高齢者医療給付関係情報 

３ 秦野市日常生活用具

給付等事業実施要綱

（平成１８年１０月１

日施行）による日常生 

市区町村民税関係情報 

 資料３ 
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活用具給付等事業に関

する事務 

 

を 

４ 秦野市移動支援事業

実施要綱（平成１８年

１０月１日施行）によ

る移動支援事業に関す

る事務 

市区町村民税関係情報 

５ 秦野市地域活動支援

センター事業実施要綱

（平成１８年１０月１

日施行）による地域活

動支援センター事業に

関する事務 

市区町村民税関係情報 

６ 秦野市日中一時支援

事業実施要綱（平成 

１８年１０月１日施行） 

による日中一時支援事

業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

７ 秦野市訪問入浴サー

ビス事業実施要綱（平 

成１９年４月１日施行） 

による訪問入浴サービ

ス事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

８ 秦野市障害者グルー

プホーム家賃助成金の

支給に関する要綱（平 

成２０年４月１日施行） 

による障害者グループ

ホーム家賃助成金の支

給に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による地域生活支援事業の

実施に関する情報 

９ 神奈川県在宅重度障

害者等手当支給条例 

都道府県民税関係情報 
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（昭和４４年神奈川県

条例第９号）による手

当の支給に関する事務 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

 

障害児福祉手当等関係情報 

１０ 秦野市ひとり親家

庭等医療費の助成に関

する条例（平成８年秦

野市条例第２３号）に

よるひとり親家庭等医

療費の助成に関する事

務 

都道府県民税関係情報  

生活保護関係情報  

外国人生活保護関係情報  

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

 

特別児童扶養手当関係情報  

自立支援給付関係情報  

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例

による重度障害者医療費の助成に関する情報

（以下「重度障害者医療費助成関係情報」と

いう。） 

 

国民健康保険資格関係情報  

児童扶養手当関係情報  

秦野市こども医療費の助成に関する条例（平

成８年秦野市条例第２４号）によるこども医

療費の助成に関する情報 

 

１１ 秦野市こども医療

費の助成に関する条例

によるこども医療費の

助成に関する事務 

市区町村民税関係情報  

生活保護関係情報  

外国人生活保護関係情報  

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

 

自立支援給付関係情報  

重度障害者医療費助成関係情報  

国民健康保険資格関係情報  

児童手当関係情報  

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関

する情報 

 

                                  」 
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「 

１ 秦野市重度障害者医

療費の助成に関する条

例（平成８年秦野市条

例第２５号）による重

度障害者医療費の助成

に関する事務 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その

他地方税に関する法律に基づき算定した都道

府県民税に係る税額又はその算定の基礎とな

る事項に関する情報（以下「都道府県民税関

係情報」という。） 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の実施又は就労自立給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関係情報」とい

う。） 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）による身体障害者手帳又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）による精神障害者保健福祉手

帳に関する情報（以下「身体障害者手帳又は

精神障害者保健福祉手帳に関する情報」とい 

う。） 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）による国民健康保険の被保険者の資格に

関する情報（以下「国民健康保険資格関係情

報」という。） 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）による医療に関する給付の

支給又は保険料の徴収に関する情報 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措

置について（昭和２９年５月８日社発第 

３８２号厚生省社会局長通知。以下「社会局

長通知」という。）による外国人に対する生

活保護の措置に関する情報（以下「外国人生

活保護関係情報」という。） 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者

（本市の住民基本台帳に記録されていない者 
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 であって、本市において事務に必要な情報を

住民基本台帳とは別に管理しておく必要があ

るものをいう。以下同じ。）の情報の管理に

関する情報（以下「住登外者宛名情報」とい

う。） 

２ 秦野市日常生活用具

給付等事業実施要綱

（平成１８年１０月１

日施行）による日常生

活用具給付等事業に関

する事務 

地方税法その他地方税に関する法律に基づき

算定した市区町村民税に係る税額又はその算

定の基礎となる事項に関する情報（以下「市

区町村民税関係情報」という。） 

住登外者宛名情報 

３ 秦野市移動支援事業

実施要綱（平成１８年

１０月１日施行）によ

る移動支援事業に関す

る事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

４ 秦野市地域活動支援

センター事業実施要綱

（平成１８年１０月１

日施行）による地域活

動支援センター事業に

関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

５ 秦野市日中一時支援

事業実施要綱（平成 

１８年１０月１日施行） 

による日中一時支援事

業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

６ 秦野市訪問入浴サー

ビス事業実施要綱（平 

成１９年４月１日施行） 

による訪問入浴サービ

ス事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 
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７ 秦野市障害者グルー

プホーム家賃助成金の

支給に関する要綱（平 

成２０年４月１日施行） 

による障害者グループ

ホーム家賃助成金の支

給に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）による地域生活支援事業の実施に関する

情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

８ 神奈川県在宅重度障

害者等手当支給条例

（昭和４４年神奈川県

条例第９号）による手

当の支給に関する事務 

都道府県民税関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４号）による障害児福祉

手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法

等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の支

給に関する情報（以下「障害児福祉手当等関

係情報」という。） 

住登外者宛名情報 

９ 秦野市ひとり親家庭

等医療費の助成に関す

る条例（平成８年秦野

市条例第２３号）によ

るひとり親家庭等医療

費の助成に関する事務 

都道府県民税関係情報 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ

る特別児童扶養手当の支給に関する情報（以

下「特別児童扶養手当関係情報」という。） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による自立支援給付の支給

に関する情報（以下「自立支援給付関係情

報」という。） 

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例

による重度障害者医療費の助成に関する情報 
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 （以下「重度障害者医療費助成関係情報」と

いう。） 

に、 

国民健康保険資格関係情報 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号） 

による児童扶養手当の支給に関する情報（以

下「児童扶養手当関係情報」という。） 

秦野市こども医療費の助成に関する条例（平

成８年秦野市条例第２４号）によるこども医

療費の助成に関する情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１０ 秦野市こども医療

費の助成に関する条例

によるこども医療費の

助成に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報 

自立支援給付関係情報 

重度障害者医療費助成関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

児童手当法（昭和４６年法律第７３号）によ

る児童手当及び子ども・子育て支援法等の一

部を改正する法律（令和６年法律第４７号）

附則第１３条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされた同法第１２条の規定に

よる改正前の児童手当法附則第２条第１項の

給付の支給に関する情報（以下「児童手当関

係情報という。」） 

外国人生活保護関係情報 

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関

する情報 

住登外者宛名情報 

１１ 住登外者宛名番号 地方税法その他の地方税に関する法律に基づ 
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管理機能による住登外

者の情報の管理に関す

る事務 

く条例の規定により算定した税額若しくはそ

の算定の基礎となる事項に関する情報 

児童手当関係情報 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）によ

る保険給付の支給、地域支援事業の実施若し

くは保険料の徴収に関する情報 

自立支援給付関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による療養介護若しくは施

設入所支援に関する情報 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に

よる障害児通所支援に関する情報 

生活保護関係情報 

児童扶養手当関係情報 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第 

３０号）による支援給付又は配偶者支援金の

支給に関する情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）による給付金の支給に関す

る情報 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

に関する情報又は児童福祉法による児童及び

その家族についての調査及び判定若しくは知

的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

にいう知的障害者に関する情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の

貸付けに関する情報（以下「母子父子寡婦資

金貸付関係情報」という。） 

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措

置（同法第２７条第１項第３号の措置をい 
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 う。）に関する情報 

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同

法第２７条第１項第３号若しくは第２項又は

第２７条の２第１項の措置をいう。）又は日

常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支

援の実施に関する情報 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律

（平成２２年法律第１８号）による就学支援

金の支給に関する情報 

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律による医療に関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報 

国民健康保険法第５６条第１項に規定する他

の法令による給付の支給に関する情報 

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第 

５５条に規定する他の法令による給付の支給

に関する情報 

健康保険法第１２８条に規定する他の法令に

よる給付の支給に関する情報 

高齢者の医療の確保に関する法律第５７条第

１項に規定する他の法令による給付の支給に

関する情報 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第７条に規定する他の法令

により行われる給付の支給に関する情報 

船員保険法（昭和１４年第７３号）第３３条

に規定する他の法令による給付の支給に関す

る情報 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

３０条の２に規定する他の法律による医療に

関する給付の支給に関する情報 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 
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 に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第３９条第１項に規定する他の法律による医

療に関する給付の支給に関する情報 

医療保険各法その他の法令による医療に関す

る給付の支給に関する情報 

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）そ

の他の法令による給付の支給に関する情報 

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に

よる給付の支給に関する情報 

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関

する情報 

雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇

用継続基本給付金の支給に関する情報 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の 

支援に関する法律（平成２３年法律第４７号） 

による職業訓練受講給付金の支給に関する情

報 

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第 

５０号）による給付の支給に関する情報 

年金生活者支援給付金の支給に関する法律

（平成２４年法律第１０２号）による年金生

活者支援給付金の支給に関する情報 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平 

成２６年法律第５０号）第１２条に規定する

他の法令による給付の支給に関する情報 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）によ

る予防接種の実施に関する情報 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

２４年法律第３１号）による予防接種の実施

に関する情報 

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた

めの預貯金口座の登録等に関する法律（令和 
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 ３年法律第３８号）第３条第３項第１号から

第３号までに規定する事項 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律

（昭和４１年法律第１３２号）第１８条第２

号の訓練手当の支給（都道府県知事が行うも

のに限る。）に関する情報 

外国人生活保護関係情報 

                                  」 

「 

１２ 地方税法その他の地方税に関す

る法律及びこれらの法律に基づく条

例による地方税の賦課徴収又は地方

税に関する調査（犯則事件の調査を

含む。）に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

を 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

１３ 生活保護法による保護の決定及

び実施、就労自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

１４ 児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）による障害児通所給付費、 

特例障害児通所給付費、高額障害児

通所給付費、肢体不自由児通所医療

費、障害児相談支援給付費若しくは

特例障害児相談支援給付費の支給、

障害福祉サービスの提供、保育所に

おける保育の実施若しくは措置又は

費用の徴収に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

１５ 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律によ

る自立支援給付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関する事務 

外国人生活保護関係情報 
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１６ 介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保険料

の徴収に関する事務 

外国人生活保護関係情報  

１７ 国民健康保険法による保険給付

の支給又は保険料の徴収に関する事

務 

市区町村民税関係情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険法第５６条第１項

に規定する他の法令による給付

の支給に関する情報 

１８ 高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関する事務 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

                                  」 

「 

１２ 地方税法その他の地方税

に関する法律及びこれらの法

律に基づく条例による地方税

の賦課徴収又は地方税に関す

る調査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務 

介護保険法による保険給付の支給、地

域支援事業の実施又は保険料の徴収に

関する情報（以下「介護保険給付関係

情報」という。） 

 

国民健康保険資格関係情報 

外国人生活保護関係書類 

住登外者宛名情報 

１３ 生活保護法による保護の

決定及び実施、就労自立給付

金の支給、保護に要する費用

の返還又は徴収金の徴収に関

する事務 

予防接種法による障害児養育年金、障

害年金又は遺族年金の支給に関する情

報（以下「予防接種年金支給関係情

報」という。） 

健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）による健康増進事業の実施に関す

る情報（以下「健康増進事業実施関係

情報」という。） 

所得税法（昭和４０年法律第３３号） 
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 第１４９条の規定により青色申告書に

添付すべき書類（事業所得の金額の計

算に関する明細書に限る。）に関する

情報（以下「所得税関係情報」とい

う。） 

に、 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法

律第１０５号）による生活困窮者住居

確保給付金の支給に関する情報（以下

「生活困窮者住居確保給付金支給関係

情報」という。） 

職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）による求職者に対する職業

訓練の実施に関する情報（以下「職業

訓練実施関係情報」という。） 

国民健康保険法による健康教育、健康

相談及び健康診査並びに健康管理及び

疾病の予防に係る被保険者の自助努力

についての支援その他の被保険者の健

康の保持増進のために必要な事業の実

施に関する情報（以下「国民健康保持

増進事業関係情報」という。） 

高齢者の医療の確保に関する法律によ

る特定健康診査若しくは特定保健指導

の実施、傷病手当金の支給又は健康教

育、健康相談、健康診査及び保健指導

並びに健康管理及び疾病の予防に係る

被保険者の自助努力についての支援そ

の他の被保険者の健康の保持増進のた

めに必要な事業の実施に関する情報

（以下「高齢者健康保持増進事業関係

情報」という。） 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福 
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 祉手帳に関する情報  

母子父子寡婦資金貸付関係情報 

住登外者宛名情報 

１４ 児童福祉法による障害児

通所給付費、特例障害児通所

給付費、高額障害児通所給付 

費、肢体不自由児通所医療費、 

障害児相談支援給付費若しく

は特例障害児相談支援給付費

の支給、障害福祉サービスの

提供、保育所における保育の

実施若しくは措置又は費用の

徴収に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１５ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するた

めの法律による自立支援給付

の支給又は地域生活支援事業

の実施に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１６ 介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業の実

施又は保険料の徴収に関する

事務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１７ 国民健康保険法による保

険給付の支給又は保険料の徴

収に関する事務 

市区町村民税関係情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険法第５６条第１項に規定

する他の法令による給付の支給に関す

る情報 

住登外者宛名情報 

１８ 高齢者の医療の確保に関

する法律による後期高齢者医

療給付の支給又は保険料の徴

収に関する事務 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者保健福

祉手帳に関する情報 

介護保険給付関係情報 
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  国民健康保険資格関係情報  

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

                                  」 

「 

２０ 子ども・子育て支援法（平成 

２４年法律第６５号）による子ども

のための教育・保育給付の支給又は

地域子ども・子育て支援事業の実施

に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

を 

２１ 母子保健法による保健指導、新

生児の訪問指導、健康診査、妊娠の

届出、母子健康手帳の交付、妊産婦

の訪問指導、低体重児の届出、未熟

児の訪問指導、養育医療の給付若し

くは養育医療に要する費用の支給又

は費用の徴収に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

２２ 健康増進法（平成１４年法律第

１０３号）による健康増進事業の実

施に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

                                  」 

「 

２０ 子ども・子育て支援法（平成 

２４年法律第６５号）による子ども

のための教育・保育給付の支給又は

地域子ども・子育て支援事業の実施

に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

に 

住登外者宛名情報 

２１ 母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）による保健指導、新生児 

の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、 

母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問

指導、低体重児の届出、未熟児の訪 

外国人生活保護関係情報 
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問指導、養育医療の給付若しくは養

育医療に要する費用の支給又は費用

の徴収に関する事務 

  

２２ 健康増進法による健康増進事業

の実施に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

                                  」 

改め、同表に次のように加える。 

２４ 予防接種法による予防接種の実

施に関する事務 

住登外者宛名情報 

２５ 身体障害者福祉法による身体障

害者手帳の交付に関する事務 

住登外者宛名情報 

２６ 知的障害者福祉法による障害福

祉サービス、障害者支援施設等への

入所等の措置又は費用の徴収に関す

る事務 

住登外者宛名情報 

２７ 災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）による避難行動要支

援者名簿の作成、個別避難計画の作

成、り災証明書の交付又は被災者台

帳の作成に関する事務 

住登外者宛名情報 

２８ 児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する事務 

住登外者宛名情報 

２９ 老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）による福祉の措置又は費

用の徴収に関する事務 

住登外者宛名情報 

３０ 母子及び父子並びに寡婦福祉法

による給付金の支給に関する事務 

住登外者宛名情報 

３１ 児童手当法による児童手当の支

給に関する事務 

住登外者宛名情報 

３２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の 住登外者宛名情報 
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促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給付又は配偶

者支援金の支給に関する事務 

 

３３ 公的給付の支給等の迅速かつ確

実な実施のための預貯金口座の登録

等に関する法律による特定公的給付

の支給を実施するための基礎とする

情報の管理に関する事務 

住登外者宛名情報 

３４ 社会局長通知による外国人に対

する生活保護の措置に関する事務 

予防接種年金支給関係情報 

健康増進事業実施関係情報 

所得税関係情報 

生活困窮者住居確保給付金支給

関係情報 

職業訓練実施関係情報 

国民健康保持増進事業関係情報 

高齢者健康保持増進事業関係情

報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

母子父子寡婦資金貸付関係情報 

住登外者宛名情報 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第  号 秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（個人番号の利用に係る事務）  （個人番号の利用に係る事務） 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、次に掲

げる事務のうち規則で定めるものとする。 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、次に掲

げる事務のうち規則で定めるものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法別表の第２欄に掲げる事務（準法定事務を含む。）のう

ち、市長が行う別表第１２項から第３４項までの左欄に掲げ

る事務 

(2) 法別表の第２欄に掲げる事務のうち、市長が行う別表第 

１２項から第２３項までの左欄に掲げる事務 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

事務 特定個人情報 

１ 秦野市重度障害者医療費

の助成に関する条例（平成

８年秦野市条例第２５号）

による重度障害者医療費の

助成に関する事務 

地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）その他地方税に関す

る法律に基づき算定した都道府

県民税に係る税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報 

（以下「都道府県民税関係情報」 

という。） 

生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護の実施又 

事務 特定個人情報 

１ 生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置につ

いて（昭和２９年５月８日

社発第３８２号厚生省社会

局長通知。以下「社会局長

通知」という。）による外

国人に対する生活保護の措

置に関する事務 

地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）その他地方税に関す

る法律に基づき算定した市区町

村民税に係る税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報 

（以下「市区町村民税関係情報」 

という。） 

身体障害者福祉法（昭和２４年 

法律第２８３号）による身体障 

 資料４ 
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は就労自立給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護関係情

報」という。） 

身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身体障

害者手帳又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）による

精神障害者保健福祉手帳に関す

る情報（以下「身体障害者手帳

又は精神障害者保健福祉手帳に

関する情報」という。） 

国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）による国民健康

保険の被保険者の資格に関する

情報（以下「国民健康保険資格

関係情報」という。） 

高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害者手帳又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）による

精神障害者保健福祉手帳に関す

る情報（以下「身体障害者手帳

又は精神障害者保健福祉手帳に

関する情報」という。） 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第 

１３４号）による特別児童扶養

手当の支給に関する情報（以下

「特別児童扶養手当関係情報」

という。） 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号）

附則第９７条第１項の福祉手当

の支給に関する情報（以下「障

害児福祉手当等関係情報」とい

24



 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置について（昭和

２９年５月８日社発第３８２号

厚生省社会局長通知。以下「社

会局長通知」という。）による

外国人に対する生活保護の措置

に関する情報（以下「外国人生

活保護関係情報」という。） 

住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者（本市の住民基本台

帳に記録されていない者であっ

て、本市において事務に必要な

情報を住民基本台帳とは別に管

理しておく必要があるものをい

う。以下同じ。）の情報の管理

に関する情報（以下「住登外者

宛名情報」という。） 

２ 秦野市日常生活用具給付

等事業実施要綱（平成１８

年１０月１日施行）による

日常生活用具給付等事業に

地方税法その他地方税に関する

法律に基づき算定した市区町村

民税に係る税額又はその算定の

基礎となる事項に関する情報 

 

 

 

 

 

う。） 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）

による自立支援給付の支給に関

する情報（以下「自立支援給付

関係情報」という。） 

介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報（以下

「介護保険給付関係情報」とい

う。） 

国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報 

高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報
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関する事務 （以下「市区町村民税関係情報」

という。） 

住登外者宛名情報 

３ 秦野市移動支援事業実施

要綱（平成１８年１０月１

日施行）による移動支援事

業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

４ 秦野市地域活動支援セン

ター事業実施要綱（平成 

１８年１０月１日施行）に

よる地域活動支援センター

事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

５ 秦野市日中一時支援事業

実施要綱（平成１８年１０

月１日施行）による日中一

時支援事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

６ 秦野市訪問入浴サービス

事業実施要綱（平成１９年

４月１日施行）による訪問

入浴サービス事業に関する

事務 

市区町村民税関係情報 

住登外者宛名情報 

（以下「後期高齢者医療給付関

係情報」という。） 

児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下

「児童扶養手当関係情報」とい

う。） 

母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）

による給付金の支給に関する情

報 

母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用の

支給に関する情報 

児童手当法（昭和４６年法律第

７３号）による児童手当又は特

例給付の支給に関する情報（以

下「児童手当関係情報」とい 

う。） 

２ 秦野市重度障害者医療費 地方税法その他地方税に関する
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７ 秦野市障害者グループホ

ーム家賃助成金の支給に関

する要綱（平成２０年４月

１日施行）による障害者グ

ループホーム家賃助成金の

支給に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）

による地域生活支援事業の実施

に関する情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

８ 神奈川県在宅重度障害者

等手当支給条例（昭和４４

年神奈川県条例第９号）に

よる手当の支給に関する事

務 

都道府県民税関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第 

１３４号）による障害児福祉手

当若しくは特別障害者手当又は

国民年金法等の一部を改正する 

法律（昭和６０年法律第３４号） 

附則第９７条第１項の福祉手当

の支給に関する情報（以下「障

害児福祉手当等関係情報」とい

の助成に関する条例（平成

８年秦野市条例第２５号）

による重度障害者医療費の

助成に関する事務 

法律に基づき算定した都道府県

民税に係る税額又はその算定の

基礎となる事項に関する情報 

（以下「都道府県民税関係情報」 

という。） 

生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護の実施又

は就労自立給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護関係情

報」という。） 

社会局長通知による外国人に対

する生活保護の措置に関する情

報（以下「外国人生活保護関係

情報」という。） 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

国民健康保険法による国民健康

保険の被保険者の資格に関する

情報（以下「国民健康保険資格

関係情報」という。） 

後期高齢者医療給付関係情報 
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う。） 

住登外者宛名情報 

９ 秦野市ひとり親家庭等医

療費の助成に関する条例 

（平成８年秦野市条例第 

２３号）によるひとり親家

庭等医療費の助成に関する

事務 

都道府県民税関係情報 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する情報（以下 

「特別児童扶養手当関係情報」

という。） 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による自立支援給付の支給に関

する情報（以下「自立支援給付

関係情報」という。） 

秦野市重度障害者医療費の助成

に関する条例による重度障害者

医療費の助成に関する情報（以

下「重度障害者医療費助成関係

情報」という。） 

３ 秦野市日常生活用具給付

等事業実施要綱（平成１８

年１０月１日施行）による

日常生活用具給付等事業に

関する事務 

市区町村民税関係情報 

４ 秦野市移動支援事業実施

要綱（平成１８年１０月１

日施行）による移動支援事

業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

５ 秦野市地域活動支援セン

ター事業実施要綱（平成 

１８年１０月１日施行）に

よる地域活動支援センター

事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

６ 秦野市日中一時支援事業

実施要綱（平成１８年１０

月１日施行）による日中一

時支援事業に関する事務 

市区町村民税関係情報 

７ 秦野市訪問入浴サービス

事業実施要綱（平成１９年

４月１日施行）による訪問

市区町村民税関係情報 
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国民健康保険資格関係情報 

児童扶養手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下

「児童扶養手当関係情報」とい

う。） 

秦野市こども医療費の助成に関

する条例（平成８年秦野市条例

第２４号）によるこども医療費

の助成に関する情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１０ 秦野市こども医療費の

助成に関する条例によるこ

ども医療費の助成に関する

事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

自立支援給付関係情報 

重度障害者医療費助成関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

児童手当法（昭和４６年法律第

７３号）による児童手当及び子

入浴サービス事業に関する

事務 

８ 秦野市障害者グループホ

ーム家賃助成金の支給に関

する要綱（平成２０年４月

１日施行）による障害者グ

ループホーム家賃助成金の

支給に関する事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による地域生活支援事業の実施

に関する情報 

９ 神奈川県在宅重度障害者

等手当支給条例（昭和４４

年神奈川県条例第９号）に

よる手当の支給に関する事

務 

都道府県民税関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

障害児福祉手当等関係情報 

１０ 秦野市ひとり親家庭等

医療費の助成に関する条例

（平成８年秦野市条例第 

２３号）によるひとり親家

庭等医療費の助成に関する

事務 

都道府県民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

特別児童扶養手当関係情報 

自立支援給付関係情報 
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ども・子育て支援法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第

４７号）附則第１３条第１項の

規定によりなお従前の例による

こととされた同法第１２条の規

定による改正前の児童手当法附

則第２条第１項の給付の支給に

関する情報（以下「「児童手当

関係情報という。」） 

外国人生活保護関係情報 

秦野市ひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例によるひとり

親家庭等医療費の助成に関する

情報 

住登外者宛名情報 

１１ 住登外者宛名番号管理

機能による住登外者の情報

の管理に関する事務 

地方税法その他の地方税に関す

る法律に基づく条例の規定によ

り算定した税額若しくはその算

定の基礎となる事項に関する情

報 

児童手当関係情報 

秦野市重度障害者医療費の助成

に関する条例による重度障害者

医療費の助成に関する情報（以

下「重度障害者医療費助成関係

情報」という。） 

国民健康保険資格関係情報 

児童扶養手当関係情報 

秦野市こども医療費の助成に関

する条例（平成８年秦野市条例

第２４号）によるこども医療費

の助成に関する情報 

１１ 秦野市こども医療費の

助成に関する条例によるこ

ども医療費の助成に関する

事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

自立支援給付関係情報 

重度障害者医療費助成関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

児童手当関係情報 

秦野市ひとり親家庭等医療費の
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介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する情報 

自立支援給付関係情報 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による療養介護若しくは施設入

所支援に関する情報 

児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）による障害児通所支

援に関する情報 

生活保護関係情報 

児童扶養手当関係情報 

中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による支援給付

又は配偶者支援金の支給に関す

る情報 

助成に関する条例によるひとり

親家庭等医療費の助成に関する

情報 

１２ 地方税法その他の地方

税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例による

地方税の賦課徴収又は地方

税に関する調査（犯則事件

の調査を含む。）に関する

事務 

外国人生活保護関係情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

１３ 生活保護法による保護

の決定及び実施、就労自立

給付金の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

１４ 児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）による

障害児通所給付費、特例障

害児通所給付費、高額障害

児通所給付費、肢体不自由

児通所医療費、障害児相談

外国人生活保護関係情報 
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母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）

による給付金の支給に関する情

報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報又は

児童福祉法による児童及びその

家族についての調査及び判定若

しくは知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）にいう知

的障害者に関する情報 

母子及び父子並びに寡婦福祉法

による資金の貸付けに関する情

報（以下「母子父子寡婦資金貸

付関係情報」という。） 

児童福祉法による障害児入所支

援若しくは措置（同法第２７条

第１項第３号の措置をいう。）

に関する情報 

児童福祉法による障害児入所支

援、措置（同法第２７条第１項

支援給付費若しくは特例障

害児相談支援給付費の支

給、障害福祉サービスの提

供、保育所における保育の

実施若しくは措置又は費用

の徴収に関する事務 

１５ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援す

るための法律による自立支

援給付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関する事

務 

外国人生活保護関係情報 

１６ 介護保険法による保険

給付の支給、地域支援事業

の実施又は保険料の徴収に

関する事務 

外国人生活保護関係情報 

１７ 国民健康保険法による

保険給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務 

市区町村民税関係情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険法第５６条第１項

に規定する他の法令による給付

の支給に関する情報 
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第３号若しくは第２項又は第 

２７条の２第１項の措置をい 

う。）又は日常生活上の援助及

び生活指導並びに就業の支援の

実施に関する情報 

高等学校等就学支援金の支給に

関する法律（平成２２年法律第

１８号）による就学支援金の支

給に関する情報 

医療保険各法又は高齢者の医療

の確保に関する法律による医療

に関する給付の支給又は保険料

の徴収に関する情報 

国民健康保険法第５６条第１項

に規定する他の法令による給付

の支給に関する情報 

健康保険法（大正１１年法律第

７０号）第５５条に規定する他

の法令による給付の支給に関す

る情報 

健康保険法第１２８条に規定す

１８ 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期高齢

者医療給付の支給又は保険

料の徴収に関する事務 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険資格関係情報 

１９ （略） 

２０ 子ども・子育て支援法 

（平成２４年法律第６５号） 

による子どものための教育 

・保育給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の

実施に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

２１ 母子保健法による保健

指導、新生児の訪問指導、

健康診査、妊娠の届出、母

子健康手帳の交付、妊産婦

の訪問指導、低体重児の届

出、未熟児の訪問指導、養

育医療の給付若しくは養育

医療に要する費用の支給又

外国人生活保護関係情報 
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る他の法令による給付の支給に

関する情報 

高齢者の医療の確保に関する法

律第５７条第１項に規定する他

の法令による給付の支給に関す

る情報 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

第７条に規定する他の法令によ

り行われる給付の支給に関する

情報 

船員保険法（昭和１４年第７３

号）第３３条に規定する他の法

令による給付の支給に関する情

報 

精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第３０条の２に規定

する他の法律による医療に関す

る給付の支給に関する情報 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平

は費用の徴収に関する事務 

２２ 健康増進法（平成１４

年法律第１０３号）による

健康増進事業の実施に関す

る事務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

２３ （略） 
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成１０年法律第１１４号）第 

３９条第１項に規定する他の法

律による医療に関する給付の支

給に関する情報 

医療保険各法その他の法令によ

る医療に関する給付の支給に関

する情報 

国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）その他の法令による

給付の支給に関する情報 

雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）による給付の支給に

関する情報 

雇用保険法による教育訓練給付

金の支給に関する情報 

雇用保険法による基本手当若し

くは高年齢雇用継続基本給付金

の支給に関する情報 

職業訓練の実施等による特定求

職者の就職の支援に関する法律

（平成２３年法律第４７号）に
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よる職業訓練受講給付金の支給

に関する情報 

労働者災害補償保険法（昭和 

２２年法律第５０号）による給

付の支給に関する情報 

年金生活者支援給付金の支給に

関する法律（平成２４年法律第

１０２号）による年金生活者支

援給付金の支給に関する情報 

難病の患者に対する医療等に関

する法律（平成２６年法律第 

５０号）第１２条に規定する他

の法令による給付の支給に関す

る情報 

予防接種法（昭和２３年法律第

６８号）による予防接種の実施

に関する情報 

新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１

号）による予防接種の実施に関

する情報 
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公的給付の支給等の迅速かつ確

実な実施のための預貯金口座の

登録等に関する法律（令和３年

法律第３８号）第３条第３項第

１号から第３号までに規定する

事項 

労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律（昭和

４１年法律第１３２号）第１８

条第２号の訓練手当の支給（都 

道府県知事が行うものに限る。） 

に関する情報 

外国人生活保護関係情報 

１２ 地方税法その他の地方

税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例による

地方税の賦課徴収又は地方

税に関する調査（犯則事件

の調査を含む。）に関する

事務 

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報（以下

「介護保険給付関係情報」とい

う。） 

国民健康保険資格関係情報 

外国人生活保護関係書類 
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住登外者宛名情報 

１３ 生活保護法による保護

の決定及び実施、就労自立

給付金の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務 

予防接種法による障害児養育年

金、障害年金又は遺族年金の支

給に関する情報（以下「予防接 

種年金支給関係情報」という。） 

健康増進法（平成１４年法律第

１０３号）による健康増進事業

の実施に関する情報（以下「健

康増進事業実施関係情報」とい

う。） 

所得税法（昭和４０年法律第 

３３号）第１４９条の規定によ

り青色申告書に添付すべき書類

（事業所得の金額の計算に関す

る明細書に限る。）に関する情

報（以下「所得税関係情報」と

いう。） 

生活困窮者自立支援法（平成 

２５年法律第１０５号）による

生活困窮者住居確保給付金の支

給に関する情報（以下「生活困
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窮者住居確保給付金支給関係情

報」という。） 

職業能力開発促進法（昭和４４

年法律第６４号）による求職者

に対する職業訓練の実施に関す

る情報（以下「職業訓練実施関

係情報」という。） 

国民健康保険法による健康教

育、健康相談及び健康診査並び

に健康管理及び疾病の予防に係

る被保険者の自助努力について

の支援その他の被保険者の健康

の保持増進のために必要な事業

の実施に関する情報（以下「国

民健康保持増進事業関係情報」

という。） 

高齢者の医療の確保に関する法

律による特定健康診査若しくは

特定保健指導の実施、傷病手当

金の支給又は健康教育、健康相

談、健康診査及び保健指導並び
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に健康管理及び疾病の予防に係

る被保険者の自助努力について

の支援その他の被保険者の健康

の保持増進のために必要な事業

の実施に関する情報（以下「高 

齢者健康保持増進事業関係情報」 

という。） 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

母子父子寡婦資金貸付関係情報 

住登外者宛名情報 

１４ 児童福祉法による障害

児通所給付費、特例障害児

通所給付費、高額障害児通

所給付費、肢体不自由児通

所医療費、障害児相談支援

給付費若しくは特例障害児

相談支援給付費の支給、障

害福祉サービスの提供、保

育所における保育の実施若

しくは措置又は費用の徴収

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 
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に関する事務 

１５ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援す

るための法律による自立支

援給付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関する事

務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１６ 介護保険法による保険

給付の支給、地域支援事業

の実施又は保険料の徴収に

関する事務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１７ 国民健康保険法による

保険給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務 

市区町村民税関係情報 

介護保険給付関係情報 

国民健康保険法第５６条第１項

に規定する他の法令による給付

の支給に関する情報 

住登外者宛名情報 

１８ 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期高齢

者医療給付の支給又は保険

料の徴収に関する事務 

生活保護関係情報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

介護保険給付関係情報 
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国民健康保険資格関係情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

１９ （略） 

２０ 子ども・子育て支援法 

（平成２４年法律第６５号） 

による子どものための教育 

・保育給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の

実施に関する事務 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

２１ 母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）による

保健指導、新生児の訪問指 

導、健康診査、妊娠の届出、 

母子健康手帳の交付、妊産

婦の訪問指導、低体重児の

届出、未熟児の訪問指導、

養育医療の給付若しくは養

育医療に要する費用の支給

又は費用の徴収に関する事

務 

外国人生活保護関係情報 
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２２ 健康増進法による健康

増進事業の実施に関する事

務 

市区町村民税関係情報 

生活保護関係情報 

外国人生活保護関係情報 

住登外者宛名情報 

２３ （略） 

２４ 予防接種法による予防

接種の実施に関する事務 

住登外者宛名情報 

２５ 身体障害者福祉法によ

る身体障害者手帳の交付に

関する事務 

住登外者宛名情報 

２６ 知的障害者福祉法によ

る障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関す

る事務 

住登外者宛名情報 

２７ 災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）に

よる避難行動要支援者名簿

の作成、個別避難計画の作

成、り災証明書の交付又は

被災者台帳の作成に関する

住登外者宛名情報 
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事務 

２８ 児童扶養手当法による

児童扶養手当の支給に関す

る事務 

住登外者宛名情報 

２９ 老人福祉法（昭和３８

年法律第１３３号）による

福祉の措置又は費用の徴収

に関する事務 

住登外者宛名情報 

３０ 母子及び父子並びに寡

婦福祉法による給付金の支

給に関する事務 

住登外者宛名情報 

３１ 児童手当法による児童

手当の支給に関する事務 

住登外者宛名情報 

３２ 中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給付

又は配偶者支援金の支給に

関する事務 

住登外者宛名情報 

３３ 公的給付の支給等の迅 住登外者宛名情報 
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速かつ確実な実施のための

預貯金口座の登録等に関す

る法律による特定公的給付

の支給を実施するための基

礎とする情報の管理に関す

る事務 

３４ 社会局長通知による外

国人に対する生活保護の措

置に関する事務 

予防接種年金支給関係情報 

健康増進事業実施関係情報 

所得税関係情報 

生活困窮者住居確保給付金支給

関係情報 

職業訓練実施関係情報 

国民健康保持増進事業関係情報 

高齢者健康保持増進事業関係情

報 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報 

母子父子寡婦資金貸付関係情報 

住登外者宛名情報 
 

 

 

 

45



 

 

 

   附 則 

 

この条例は、公布の日から施行する。  
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改正後の条例別表

項 事務 特定個人情報

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他地方税に関する法律
に基づき算定した都道府県民税に係る税額又はその算定の基礎とな
る事項に関する情報（以下「都道府県民税関係情報」という。）

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者
手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法
律第１２３号）による精神障害者保健福祉手帳に関する情報（以下
「身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報」とい
う。）

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による国民健康保険
の被保険者の資格に関する情報（以下「国民健康保険資格関係情
報」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）によ
る医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和２９
年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通知。以下「社会局長通
知」という。）による外国人に対する生活保護の措置に関する情報
（以下「外国人生活保護関係情報」という。）

住登外者宛名番号管理機能による住登外者（本市の住民基本台帳に
記録されていない者であって、本市において事務に必要な情報を住
民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同
じ。）の情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」とい
う。）

地方税法その他地方税に関する法律に基づき算定した市区町村民税
に係る税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「市
区町村民税関係情報」という。）

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平
成１７年法律第１２３号）による地域生活支援事業の実施に関する
情報

外国人生活保護関係情報
住登外者宛名情報

都道府県民税関係情報

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４
号）による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条
第１項の福祉手当の支給に関する情報（以下「障害児福祉手当等関
係情報」という。）

住登外者宛名情報

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の実施又は就
労自立給付金の支給に関する情報（以下「生活保護関係情報」とい
う。）

生活保護関係情報

4
秦野市地域活動支援センター事業実施要綱（平成１８年１０月１日施行）
による地域活動支援センター事業に関する事務

5
秦野市日中一時支援事業実施要綱（平成１８年１０月１日施行）による日
中一時支援事業に関する事務

6
秦野市訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１９年４月１日施行）による
訪問入浴サービス事業に関する事務

7
秦野市障害者グループホーム家賃助成金の支給に関する要綱（平成２０年
４月１日施行）による障害者グループホーム家賃助成金の支給に関する事
務

8
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例（昭和４４年神奈川県条例第９
号）による手当の支給に関する事務

1
秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例（平成８年秦野市条例第２５
号）による重度障害者医療費の助成に関する事務

2
秦野市日常生活用具給付等事業実施要綱（平成１８年１０月１日施行）に
よる日常生活用具給付等事業に関する事務

3
秦野市移動支援事業実施要綱（平成１８年１０月１日施行）による移動支
援事業に関する事務

資料５
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項 事務 特定個人情報

資料５

都道府県民税関係情報

生活保護関係情報

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の
支給に関する情報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給に関する情報（以下「自立支援給付関係情
報」という。）

秦野市重度障害者医療費の助成に関する条例による重度障害者医療
費の助成に関する情報（以下「重度障害者医療費助成関係情報」と
いう。）

国民健康保険資格関係情報

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手当
の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」という。）

秦野市こども医療費の助成に関する条例（平成８年秦野市条例第２
４号）によるこども医療費の助成に関する情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

市区町村民税関係情報

生活保護関係情報

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報

自立支援給付関係情報

重度障害者医療費助成関係情報

国民健康保険資格関係情報

児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当及び子ど
も・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７
号）附則第１３条第１項の規定によりなお従前の例によることとさ
れた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第２条第１項
の給付の支給に関する情報（以下「「児童手当関係情報とい
う。」）

外国人生活保護関係情報

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家
庭等医療費の助成に関する情報

住登外者宛名情報

秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（平成８年秦野市条例第
２３号）によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務

秦野市こども医療費の助成に関する条例によるこども医療費の助成に関す
る事務

10

9
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項 事務 特定個人情報

資料５

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算
定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

児童手当関係情報

介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付の支給、地
域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報

自立支援給付関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る療養介護若しくは施設入所支援に関する情報

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による障害児通所支援に
関する情報

生活保護関係情報
児童扶養手当関係情報

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３
０号）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）によ
る給付金の支給に関する情報

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報又は児童
福祉法による児童及びその家族についての調査及び判定若しくは知
的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者に関
する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報
（以下「母子父子寡婦資金貸付関係情報」という。）

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第２７条第１
項第３号の措置をいう。）に関する情報

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第２７条第１項第３
号若しくは第２項又は第２７条の２第１項の措置をいう。）又は日
常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８
号）による就学支援金の支給に関する情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関
する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

国民健康保険法第５６条第１項に規定する他の法令による給付の支
給に関する情報

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第５５条に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報

健康保険法第１２８条に規定する他の法令による給付の支給に関す
る情報

高齢者の医療の確保に関する法律第５７条第１項に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７
条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

船員保険法（昭和１４年第７３号）第３３条に規定する他の法令に
よる給付の支給に関する情報

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３０条の２に規定する
他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１
０年法律第１１４号）第３９条第１項に規定する他の法律による医
療に関する給付の支給に関する情報

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する
情報

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）その他の法令による給付
の支給に関する情報

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）による給付の支給に関す
る情報

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報

雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支
給に関する情報

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平
成２３年法律第４７号）による職業訓練受講給付金の支給に関する
情報

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による給付の支
給に関する情報

年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成２４年法律第１０
２号）による年金生活者支援給付金の支給に関する情報

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０
号）第１２条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

予防接種法(昭和２３年法律第６８号)による予防接種の実施に関す
る情報

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）
による予防接種の実施に関する情報

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律（令和３年法律第３８号）第３条第３項第１号から
第３号までに規定する事項

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第１８条第２号
の訓練手当の支給（都道府県知事が行うものに限る。）に関する情
報

外国人生活保護関係情報

11 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務
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項 事務 特定個人情報

資料５

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料
の徴収に関する情報（以下「介護保険給付関係情報」という。）

国民健康保険資格関係情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

予防接種法による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に
関する情報（以下「予防接種年金支給関係情報」という。）

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による健康増進事業の実
施に関する情報（以下「健康増進事業実施関係情報」という。）

所得税法(昭和４０年法律第３３号)第１４９条の規定により青色申
告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限
る。)に関する情報（以下「所得税関係情報」という。）

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）による生活困
窮者住居確保給付金の支給に関する情報（以下「生活困窮者住居確
保給付金支給関係情報」という。）

職業能力開発促進法(昭和４４年法律第６４号)による求職者に対す
る職業訓練の実施に関する情報（以下「職業訓練実施関係情報」と
いう。）

国民健康保険法による健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康
管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その
他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する
情報（以下「国民健康保持増進事業関係情報」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定
保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康
診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の
自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のため
に必要な事業の実施に関する情報（以下「高齢者健康保持増進事業
関係情報」という。）

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報
母子父子寡婦資金貸付関係情報
住登外者宛名情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報
市区町村民税関係情報
介護保険給付関係情報

国民健康保険法第５６条第１項に規定する他の法令による給付の支
給に関する情報

住登外者宛名情報

生活保護関係情報

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報

介護保険給付関係情報

国民健康保険資格関係情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

19
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務

外国人生活保護関係情報

外国人生活保護関係情報

住登外者宛名情報

21

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による保健指導、新生児の訪問
指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、
低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に
要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務

外国人生活保護関係情報

20
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どものための
教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事
務

13
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要
する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

14

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児
通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特
例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所におけ
る保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

15
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立
支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

12

16
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収
に関する事務

17 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

18
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保
険料の徴収に関する事務

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例によ
る地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）
に関する事務
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項 事務 特定個人情報

資料５

市区町村民税関係情報

生活保護関係情報
外国人生活保護関係情報
住登外者宛名情報

23
公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）による公営住宅（同法第２条第
２号に規定する公営住宅をいう。）の管理に関する事務

外国人生活保護関係情報

24 予防接種法による予防接種の実施に関する事務 住登外者宛名情報

25 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務 住登外者宛名情報

26
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又
は費用の徴収に関する事務

住登外者宛名情報

27
災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）による避難行動要支援者名簿の作
成、個別避難計画の作成、り災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務

住登外者宛名情報

28 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務 住登外者宛名情報

29
老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による福祉の措置又は費用の徴収に関す
る事務

住登外者宛名情報

30 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務 住登外者宛名情報

31 児童手当法による児童手当の支給に関する事務 住登外者宛名情報

32
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事
務

住登外者宛名情報

33
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務

住登外者宛名情報

予防接種年金支給関係情報

健康増進事業実施関係情報
所得税関係情報
生活困窮者住居確保給付金支給関係情報
職業訓練実施関係情報
国民健康保持増進事業関係情報
高齢者健康保持増進事業関係情報
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳に関する情報
母子父子寡婦資金貸付関係情報
住登外者宛名情報

22 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務

34 社会局長通知による外国人に対する生活保護の措置に関する事務
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デ 社 第 １ ８ ７ 号 

令和６年４月４日 

都道府県情報政策担当課 御中 

同   行政改革担当課 御中 

市区町村情報政策担当課 御中 

同   行政改革担当課 御中 

 

デジタル庁デジタル社会共通機能グループ 

地方業務システム基盤チーム、ID認証・マイナンバー担当 

 

地方公共団体情報システムの標準化に伴う番号利用法第９条第２項に規定する条例の整備について 

 

平素より、行政のデジタル化の推進に御尽力及び御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40 号。以下「標準化法」と

いう。）に基づく地方公共団体情報システムの統一・標準化については、標準化法第５条第１項に規定す

る「地方公共団体情報システム標準化基本方針」（令和５年９月８日閣議決定）において、原則、令和７

年度（2025 年度）末までに地方公共団体は、標準化基準（標準化法第６条第１項及び第７条第１項に規

定する標準化のために必要な基準をいう。以下同じ。）に適合する基幹業務システム（以下「標準準拠シ

ステム」という。）への移行をすることを目指すとされているところです。 

他方、地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。）第９条第２項の規定により、以下の事務又は連携を

行うためには条例の定めが必要とされています。 

①個人番号の独自利用を行う事務 

②個人番号の独自利用を行う事務の処理のための庁内連携 

③番号利用法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携 

つきましては、標準準拠システムへの移行に際し、以下の条件に該当する地方公共団体については条例

の制定や改正が必要となりますので、別紙 1 を御参照の上、遺漏なく御対応いただきますようお願い申

し上げます。 

 

（1） データ要件・連携要件の標準への適合に際して、番号利用法に定められた個人番号利用事務の処

理のための庁内連携について条例に定めのない団体 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律

第 27 号）第９条第２項に基づく条例制定について（通知）」（平成 26 年 10 月 24 日付け府番第

55 号・総行住第 110 号、各道府県番号制度主管部局長あて内閣府大臣官房番号制度担当室参事

官・総務省自治行政局住民制度課長通知）において条例の制定が必要である旨周知しており、個

人番号の独自利用や特定個人情報の庁内連携を行っている地方公共団体におかれては、上記①～

③に係る条例の制定について既に御対応いただいているものと認識しております。 

他方、これまで個人番号の独自利用や特定個人情報の庁内連携を行っておらず、そのための番

 資料６ 
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号利用法第９条第２項に基づく条例制定を行っていない地方公共団体があることも認識しており

ますが、そのような地方公共団体においても、今般の標準準拠システムへの移行に伴うデータ要

件・連携要件の標準への適合にあたり、番号利用法に定められた個人番号利用事務の処理のため

の庁内連携が必要となることが見込まれますので、自団体の条例を御確認の上、遺漏なく御対応

いただくようお願いいたします。 

 

（2） 「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する「住登外者宛名番号管理機能」を

実装予定の団体 

業務間の同一人判定にかかる個人番号の利用をする場合においては、番号利用法第９条第２項

に係る条例の制定が必要である旨、かねてより「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様

書」に関する FAQ」でお示ししていましたが、今般、「住登外者宛名番号管理機能」にて行う事務

について、以下の観点（※）から、上記①②に係る条例制定の必要性を再整理しました。 

「住登外者宛名番号管理機能」を実装する団体においては、個人番号自体の利用有無に関わら

ず、住登外者宛名番号を付番・管理をする事務として、上記①に係る条例制定に加え、「住登外

者宛名番号管理機能」は性質上、他業務との連携が必要となり連携要件の標準にも規定があるこ

とから、上記②に係る条例制定が必要となります。 

※ 

・「別紙 3_住登外者宛名番号管理_項目定義書」にて「個人番号」の管理を実装必須としている 

・「住登外者宛名番号管理機能」が目的とする「住登外者を地方公共団体内で一意に特定する

住登外者宛名番号を付番・管理するため」の事務は、番号利用法別表第一に掲げる個人番号

利用事務には該当しない 

・連携する情報に個人番号を含まない場合であっても、受け取った先において当該情報が個人

番号と紐付く場合には、当該情報は特定個人情報に該当する 

 

つきましては、「住登外者宛名番号管理機能」を実装予定の団体におかれましては自団体の運

用状況に応じ、上記①及び②に係る条例の整備について遺漏なく御対応いただくようお願いいた

します。 

 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に基づく技術

的助言であることを申し添えます。 
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別紙 1 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例（案） 

 

別表第１（第４条第１項関係） 

機関 事務 

１ 知事（市

町村長） 

○○費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

２ 教育委員

会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関する事務であって規則で定めるも

の 

３ 知事（市

町村長） 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

４ 教育委員

会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

 

別表第２（第４条第１項及び第２項関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 知事（市

町村長） 

○○費助成に関する条例による助成金の支

給に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

２ 知事（市

町村長） 

○○費助成に関する条例による助成金の支

給に関する事務であって規則で定めるもの 

住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関す

る情報（以下「住登外者宛名情

報」という。）であって規則で

定めるもの 

３ 知事（市

町村長） 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者

の情報の管理に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

４ 教育委員

会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関す

る事務であって規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施に

関する情報であって規則で定め

るもの 

５ 教育委員

会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の減免に関す

る事務であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

６ 教育委員

会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者

の情報の管理に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護法による保護の実施に

関する情報であって規則で定め

るもの 
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別紙 1 

別表第３（第５条第１項関係） 

機関 事務 情報提供機

関 

特定個人情報 

１ 教育委

員会 

▲▲料徴収条例による▲▲料の

減免に関する事務であって規則

で定めるもの 

知事（市町

村長） 

地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

２ 教育委

員会 

住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関す

る事務であって規則で定めるも

の 

知事（市町

村長） 

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

 

※なお、本情報はあくまで参考情報であり、各地方公共団体において改正する条例については、各

地方公共団体の状況に応じて適宜御対応をお願いします。 

 

 

  

【お問い合わせ先】 

担 当：デジタル庁デジタル社会共通機能グループ  

地方業務システム基盤チーム 中西、南、朝日 

     ID認証・マイナンバー担当 大石、柴田 

 電 話：03-6891-1270（地方業務システム基盤チーム） 

           （ID認証・マイナンバー担当） 

 E-mail：git-local_package@digital.go.jp（地方業務システム基盤チーム） 

     i.bangoseido@digital.go.jp（ID認証・マイナンバー担当） 
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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理
者
を
定
め
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
九
条
第
一
項
の
準
法
定
事
務
処
理
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同

項
の
準
法
定
事
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
特
別

区
の
区
長
を
含
む
。）又
は
社
会
福

祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四

十
五
号
）
に
規
定
す
る
福
祉
に
関

す
る
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
長

「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に
つ
い
て
」

（
昭
和
二
十
九
年
五
月
八
日
付
け
社
発
第
三
百
八
十
二
号
厚
生
省
社
会

局
長
通
知
）に
基
づ
く
外
国
人（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。）

で
あ
っ
て
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
、
就
労
自
立
給

付
金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
、
被
保
護
者
健
康
管

理
支
援
事
業
の
実
施
、
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
又
は
徴
収
金
の
徴

収
の
取
扱
い
に
準
じ
た
事
務
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も

の一

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
（
以

下
こ
の
欄
に
お
い
て
「
保
護
」
と
い
う
。）の
実
施
に
関
す
る
事
務

二

生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の

開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に

よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に

よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務

四

生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又

は
廃
止
に
関
す
る
事
務

五

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
資
料
の

提
供
等
の
求
め
に
関
す
る
事
務

六

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
就

労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
八

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
被

保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

九

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る

費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

十

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第
七
十

八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金
の
徴

収
を
含
む
。）に
関
す
る
事
務

二

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱

（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
付

け
国
住
備
第
百
六
十
号
国
土
交
通

省
住
宅
局
長
通
知
）
第
二
条
第
九

号
に
規
定
す
る
地
域
優
良
賃
貸
住

宅
（
公
共
供
給
型
）
又
は
同
条
第

十
六
号
に
規
定
す
る
公
営
型
地
域

優
良
賃
貸
住
宅
（
公
共
供
給
型
）

の
供
給
を
行
う
都
道
府
県
知
事
又

は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を

含
む
。）

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
に
基
づ
く
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
の
管
理

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
第
七
条
に
規
定
す
る
入
居
の
申
込

み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
第
九
条
に
規
定
す
る
地
域
優
良
賃

貸
住
宅
に
係
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
務

三

都
道
府
県
知
事

「
特
定
感
染
症
検
査
等
事
業
に
つ
い
て
」（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日

付
け
健
発
第
〇
三
二
七
〇
一
二
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
特

定
感
染
症
検
査
等
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等

の
重
症
化
予
防
推
進
事
業
に
係
る
陽
性
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
実

施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予

防
推
進
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
付
け

健
肝
発
〇
三
三
一
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
疾
病
対
策
課
肝
炎
対
策

推
進
室
長
通
知
）
の
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予
防
推
進
事

業
実
施
要
領
に
規
定
す
る
初
回
精
密
検
査
費
用
若
し
く
は
定
期
検
査
費

用
に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

四

都
道
府
県
知
事

「
感
染
症
対
策
特
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一

日
付
け
健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の

肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

「
感
染
症
対
策
特
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
の
肝
炎
治
療
特
別
促

進
事
業
実
施
要
綱
に
規
定
す
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
に
必
要
な

費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
算
定
に
関
す
る
事
務

二

「
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
健
疾
発
第
〇
三
三
一
〇
〇
三
号
厚
生

労
働
省
健
康
局
疾
病
対
策
課
長
通
知
）
に
規
定
す
る
医
療
給
付
の
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

「
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に

規
定
す
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
に
必
要
な
費
用
に
相
当
す
る
金

額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
医
療
費
の
請
求
の
受
理
、

そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

五

都
道
府
県
知
事

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ
い
て
」（
平
成
三
十

年
六
月
二
十
七
日
付
け
健
発
〇
六
二
七
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長

通
知
）
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
基

づ
く
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
の
肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
規
定
す
る
肝

が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
必
要
な
費
用
に
相
当
す

る
金
額
の
算
定
に
関
す
る
事
務

二

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱

い
に
つ
い
て
」（
平
成
三
十
年
七
月
十
二
日
付
け
健
肝
発
〇
七
一
二
第

一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
が
ん
・
疾
病
対
策
課
肝
炎
対
策
推
進
室
長

通
知
）
に
規
定
す
る
参
加
者
証
の
交
付
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
八
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理
者
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明


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三

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱

い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
自
己
負
担
額
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
医
療
費
若
し
く
は
助
成
額
の
請
求
の
受
理
、
そ
の

請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

六

文
部
科
学
大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補

助
金
（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）
交
付
要
綱
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支

援
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等

中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金

に
係
る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支

援
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支

援
金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）
交
付

要
綱
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
も
の

一

「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等

教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
に
係

る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金

に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
交

付
要
綱
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す

る
高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業
に
よ
る
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助

金
（
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四
月

一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
給
付
金
の

給
付
に
係
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

九

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
奨
学
の

た
め
の
給
付
金
）
交
付
要
綱
（
令
和
二
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決

定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金

事
業
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
高
等
学
校
等

修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
奨
学
の
た
め
の
給
付

金
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中

等
教
育
局
長
決
定
）に
規
定
す
る
給
付
金
の
給
付
に
係
る
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
も
の

十

文
部
科
学
大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補

助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
交
付
要
綱
（
令
和
二
年
四
月

一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支

援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）

に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の

認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
に
係
る
収
入
状

況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
一

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府

県
教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支

援
）
交
付
要
綱
（
令
和
二
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定

す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の

修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学

省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修

学
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

二

「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の

修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻

科
修
学
支
援
金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

十
二

都
道
府
県
知
事

「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
に
つ
い
て
」（
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日

付
け
衛
発
第
二
百
四
十
二
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
）
の
特
定
疾

患
治
療
研
究
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
実

施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
実
務
上
の

取
扱
い
」（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
付
け
健
疾
発
第
二
十
二
号
厚
生

労
働
省
健
康
局
疾
病
対
策
課
長
通
知
）
に
規
定
す
る
医
療
給
付
の
申
請

若
し
く
は
医
療
受
給
者
証
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
（
以
下
こ
の
欄

に
お
い
て
「
申
請
等
」
と
い
う
。）の
受
理
、
そ
の
申
請
等
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
等
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基

づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
条

法
第
十
九
条
第
八
号
の
別
表
行
政
機
関
等
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
法
別
表
の
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
準

法
定
事
務
を
含
む
。）の
う
ち
、
迅
速
に
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
化
を
図
る
べ
き
も
の

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
号
の
利
用
特
定
個
人
情
報
を
記

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
九
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明


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情
報
照
会
者

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

情
報
提
供
者

利
用
特
定
個
人
情
報

一

厚
生
労
働
大
臣

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一

年
法
律
第
七
十
号
）
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
健
康
保
険
に

関
す
る
事
務
又
は
同
法
に

よ
る
保
険
医
若
し
く
は
保

険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
次
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
次

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長
（
特
別
区
の

区
長
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ

の
他
の
地
方
税
（
同
法
第
一

条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
地
方
税
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額

若
し
く
は
そ
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
事
項
に
関
す
る
情
報

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
地

方
税
関
係
情
報
」
と
い
う
。）

又
は
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
七
条
第
四
号
に
規
定

す
る
事
項
（
以
下
「
住
民
票

関
係
情
報
」
と
い
う
。）で

あ
っ
て
次
条
で
定
め
る
も
の

録
し
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
別
表
行
政
機
関
等
又
は
法
務
大
臣

は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人

情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等
（
日
本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事

業
団
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
連
合
会
、
地
方

公
務
員
共
済
組
合
又
は

全
国
市
町
村
職
員
共
済

組
合
連
合
会
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二

百
四
十
五
号
）、
厚
生
年
金

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
五
号
）、
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）、
国
民
年
金
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
又
は
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ

る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給

又
は
保
険
料
の
徴
収
に
関
す

る
情
報
（
以
下
「
年
金
給
付

関
係
情
報
」
と
い
う
。）で

あ
っ
て
次
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九

年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ

る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情

報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
失
業
等
給
付
関
係
情
報
」

と
い
う
。）で
あ
っ
て
次
条
で

定
め
る
も
の

二

全
国
健
康
保
険
協

会

健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
四
条
で
定

め
る
も
の

医
療
保
険
者
（
医
療
保

険
各
法（
健
康
保
険
法
、

船
員
保
険
法
（
昭
和
十

四
年
法
律
第
七
十
三

医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
徴

健
康
保
険
法
第
五
十
五

条
又
は
第
百
二
十
八
条

に
規
定
す
る
他
の
法
令

に
よ
る
給
付
の
支
給
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
者

健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
又

は
第
百
二
十
八
条
に
規
定
す

る
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
四
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
条
で
定
め
る
も
の

号
）、
私
立
学
校
教
職

員
共
済
法
、
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
、
国
民

健
康
保
険
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
又
は
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
よ

り
医
療
に
関
す
る
給
付

の
支
給
を
行
う
全
国
健

康
保
険
協
会
、
健
康
保

険
組
合
、
日
本
私
立
学

校
振
興
・
共
済
事
業

団
、
共
済
組
合
、
市
町

村
長
又
は
国
民
健
康
保

険
組
合
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）又
は
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
七
年
法

律
第
八
十
号
）
第
四
十

八
条
に
規
定
す
る
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
以
下
「
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
」
と
い

う
。）

収
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
医
療
保
険

給
付
関
係
情
報
」
と
い
う
。）

で
あ
っ
て
第
四
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の

支
給
、
地
域
支
援
事
業
の
実

施
若
し
く
は
保
険
料
の
徴
収

に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
」
と
い
う
。）

で
あ
っ
て
第
四
条
で
定
め
る

も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
定

障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

六
十
六
号
）
に
よ
る
特
別
障

害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
別
障
害
給
付
金
関
係

情
報
」
と
い
う
。）又
は
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
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厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
四
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速

か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の

預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
規
定
す
る
事
項（
以
下「
公

的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿

関
係
情
報
」
と
い
う
。）で

あ
っ
て
第
四
条
で
定
め
る
も

の 四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ

る
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
関
係
情

報
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
第

四
条
で
定
め
る
も
の

三

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
五
条
で
定

め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
条
で
定
め
る
も

の

健
康
保
険
法
第
五
十
五

条
に
規
定
す
る
他
の
法

令
に
よ
る
給
付
の
支
給

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
者

健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
に

規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る

給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
五
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
五
条
で

定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

条
で
定
め
る
も
の

四

総
務
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
。
他
の
法

律
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
六
条
に
お

い
て
同
じ
。）に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
又
は
一
時
金

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
六
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
六
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
六
条
で
定
め
る
も
の

五

厚
生
労
働
大
臣

船
員
保
険
法
第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
船
員
保
険
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
七
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
七

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
七
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
七
条
で
定
め
る
も

の

六

全
国
健
康
保
険
協

会

船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
八
条
で
定

め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
条
で
定
め
る
も

の

船
員
保
険
法
第
三
十
三

条
に
規
定
す
る
他
の
法

令
に
よ
る
給
付
の
支
給

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
者

船
員
保
険
法
第
三
十
三
条
に

規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る

給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
八
条
で
定
め
る

も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

特
別
障
害
給
付
金
関
係
情
報

又
は
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

条
で
定
め
る
も
の

七

全
国
健
康
保
険
協

会

船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
又
は
雇
用
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
三

十
号
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
九
条
に
お
い
て
「
平
成

十
九
年
法
律
第
三
十
号
」

と
い
う
。）附
則
第
三
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
平
成
十
九
年
法
律
第

三
十
号
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険

法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
九
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
九
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

条
で
定
め
る
も
の
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八

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
に
よ
る
保
険
給

付
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
十
条
で
定
め

る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
十

条
で
定
め
る
も
の

九

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
よ
る
社
会
復
帰
促
進
等

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
十
一
条
で

定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
十

一
条
で
定
め
る
も
の

十

国
土
交
通
大
臣

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
に
よ
る
衛

生
管
理
者
適
任
証
書
又
は

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
交

付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
十
二
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

十
二
条
で
定
め
る
も
の

十
一

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る
養
育
里
親
若

し
く
は
養
子
縁
組
里
親
の

登
録
、
里
親
の
認
定
又
は

障
害
児
入
所
給
付
費
、
高

額
障
害
児
入
所
給
付
費
若

し
く
は
特
定
入
所
障
害
児

食
費
等
給
付
費
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

十
三
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
十
三
条
で
定
め

る
も
の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
、
介
護
保
険
給
付

等
関
係
情
報
又
は
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
に
よ
る
自
立

支
援
給
付
の
支
給
に
関
す
る

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
障
害
者
自
立
支
援
給
付

関
係
情
報
」
と
い
う
。）で

あ
っ
て
第
十
三
条
で
定
め
る

も
の

十
二

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育

士
の
登
録
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
十
四
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

十
四
条
で
定
め
る
も
の

十
三

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
十
五
条
で
定
め

る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
十
五
条
で
定
め
る

も
の

児
童
福
祉
法
第
十
九
条

の
七
に
規
定
す
る
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支

給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
者

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
七

に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ

る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
十
五
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
、
市
長

（
特
別
区
の
区
長
を
含

む
。）又
は
社
会
福
祉
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
四
十
五
号
）
に
規
定

す
る
福
祉
に
関
す
る
事

務
所
を
管
理
す
る
町
村

長
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
都
道
府
県
知
事

等
」
と
い
う
。）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に

よ
る
保
護
の
実
施
若
し
く
は

就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
生
活
保

護
関
係
情
報
」
と
い
う
。）又

は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ

る
支
援
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
給
付
関
係
情
報
」
と
い

う
。）で
あ
っ
て
第
十
五
条
で

定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
十

五
条
で
定
め
る
も
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
三
十
四
号
）
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
十

五
条
で
定
め
る
も
の

十
四

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害

児
通
所
給
付
費
、
特
例
障

害
児
通
所
給
付
費
若
し
く

は
高
額
障
害
児
通
所
給
付

費
の
支
給
又
は
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
十
六

条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
若
し
く
は
障
害

児
入
所
支
援
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
よ

る
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
、
知
的
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障

害
者
又
は
難
病
の
患
者
に
対

す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五

十
号
）
に
よ
る
指
定
難
病
要

支
援
者
証
明
事
業
の
実
施
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
十

六
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
十
六
条

で
定
め
る
も
の
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十
五

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害

児
通
所
給
付
費
、
特
例
障

害
児
通
所
給
付
費
、
高
額

障
害
児
通
所
給
付
費
、
障

害
児
相
談
支
援
給
付
費
若

し
く
は
特
例
障
害
児
相
談

支
援
給
付
費
の
支
給
又
は

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
十
七
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
、
介
護
保
険
給
付

等
関
係
情
報
又
は
障
害
者
自

立
支
援
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
十
七
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
十

七
条
で
定
め
る
も
の

十
六

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
肢
体

不
自
由
児
通
所
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
十
八
条
で
定
め

る
も
の

児
童
福
祉
法
第
二
十
一

条
の
五
の
三
十
一
に
規

定
す
る
他
の
法
令
に
よ

る
給
付
の
支
給
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の

五
の
三
十
一
に
規
定
す
る
他

の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第

十
八
条
で
定
め
る
も
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律

そ
の
他
の
法
令
に
よ
る

給
付
の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
者

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
十

八
条
で
定
め
る
も
の

十
七

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育

所
に
お
け
る
保
育
の
実
施

又
は
措
置
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
十
九
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八

号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
児
童

扶
養
手
当
関
係
情
報
」
と
い

う
。）で
あ
っ
て
第
十
九
条
で

定
め
る
も
の

十
八

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害

児
入
所
給
付
費
、
高
額
障

害
児
入
所
給
付
費
又
は
特

定
入
所
障
害
児
食
費
等
給

付
費
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
二
十
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
若
し
く
は
障
害

児
入
所
支
援
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者

手
帳
、
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
又
は
難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
指
定
難
病
要
支
援

者
証
明
事
業
の
実
施
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
二
十
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
二
十
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
二

十
条
で
定
め
る
も
の

十
九

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害

児
入
所
医
療
費
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

二
十
一
条
で
定
め
る
も
の

児
童
福
祉
法
第
二
十
四

条
の
二
十
二
に
規
定
す

る
他
の
法
令
に
よ
る
給

付
の
支
給
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
者

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の

二
十
二
に
規
定
す
る
他
の
法

令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
二
十

一
条
で
定
め
る
も
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律

そ
の
他
の
法
令
に
よ
る

給
付
の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
者

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
二

十
一
条
で
定
め
る
も
の

二
十

都
道
府
県
知
事

又
は
市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
負
担

能
力
の
認
定
又
は
費
用
の

徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
二
十
二
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
、
障
害
児
入
所

支
援
若
し
く
は
措
置
（
同
法

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

の
措
置
を
い
う
。）、
身
体
障

害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体
障

害
者
手
帳
、
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
又
は
知
的
障
害

者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害

者
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
二
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
障
害
者
自
立

支
援
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
二
十
二
条
で
定
め
る
も

の

都
道
府
県
知
事
等

児
童
福
祉
法
に
よ
る
母
子
生

活
支
援
施
設
に
お
け
る
保
護

の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生

活
保
護
関
係
情
報
、
児
童
扶

養
手
当
関
係
情
報
又
は
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
二
十
二
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
二
十
二
条
で

定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に

関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
特
別
児
童
扶
養

手
当
関
係
情
報
」
と
い
う
。）

で
あ
っ
て
第
二
十
二
条
で
定

め
る
も
の
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二
十
一

厚
生
労
働
大

臣

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
十

七
号
）
に
よ
る
あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は

り
師
又
は
き
ゅ
う
師
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
二
十
三
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

二
十
三
条
で
定
め
る
も
の

二
十
二

厚
生
労
働
大

臣

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
三
十
四

号
）
に
よ
る
理
容
師
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
二
十
四
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

二
十
四
条
で
定
め
る
も
の

二
十
三

都
道
府
県
知

事

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
四
十
五

号
）
に
よ
る
栄
養
士
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
二
十
五
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

二
十
五
条
で
定
め
る
も
の

二
十
四

厚
生
労
働
大

臣

栄
養
士
法
に
よ
る
管
理
栄

養
士
の
免
許
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
二
十
六
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

二
十
六
条
で
定
め
る
も
の

二
十
五

市
町
村
長

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
六
十
八
号
）

に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
二
十
七
条
で
定
め
る
も

の

都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接

種
の
実
施
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
二
十
七
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
二
十
七
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村

長

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に

よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
二
十

七
条
で
定
め
る
も
の

二
十
六

都
道
府
県
知

事

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防

接
種
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
二
十
八
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接

種
の
実
施
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
二
十
八
条
で
定
め

る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村

長

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
に
よ
る
予
防

接
種
の
実
施
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
二
十
八
条
で
定

め
る
も
の

二
十
七

市
町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付

（
同
法
第
十
五
条
第
一
項

の
疾
病
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
二
十
九
条

で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
医
療
に
関

す
る
給
付
の
支
給
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

者

医
療
保
険
各
法
そ
の
他
の
法

令
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
二
十
九
条
で
定
め

る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
二

十
九
条
で
定
め
る
も
の

二
十
八

市
町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付

の
支
給
又
は
実
費
の
徴
収

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
三
十
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
三
十
条

で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
三

十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
三

十
条
で
定
め
る
も
の

二
十
九

市
町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付

（
同
法
第
十
五
条
第
一
項

の
障
害
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
三
十
一
条

で
定
め
る
も
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律

そ
の
他
の
法
令
に
よ
る

障
害
を
有
す
る
者
に
つ

い
て
支
給
さ
れ
る
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
者

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
障
害
を
有
す
る

者
に
対
す
る
手
当
の
支
給
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
三

十
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
三

十
一
条
で
定
め
る
も
の

三
十

厚
生
労
働
大
臣

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
一
号
）
に
よ

る
医
師
の
免
許
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
三
十
二

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
二
条
で
定
め
る
も
の

三
十
一

厚
生
労
働
大

臣

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
二
号
）

に
よ
る
歯
科
医
師
の
免
許

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
三
十
三
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
三
条
で
定
め
る
も
の

三
十
二

厚
生
労
働
大

臣

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
三
号
）
に
よ
る
保
健

師
、
助
産
師
又
は
看
護
師

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
三
十
四
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
四
条
で
定
め
る
も
の

三
十
三

都
道
府
県
知

事

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

に
よ
る
准
看
護
師
の
免
許

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
三
十
五
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
五
条
で
定
め
る
も
の

三
十
四

厚
生
労
働
大

臣

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
四

号
）
に
よ
る
歯
科
衛
生
士

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
三
十
六
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
六
条
で
定
め
る
も
の
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三
十
五

都
道
府
県
知

事

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
十

号
）
に
よ
る
全
国
通
訳
案

内
士
の
登
録
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
三
十
七
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
七
条
で
定
め
る
も
の

三
十
六

通
訳
案
内
士

法
第
五
十
四
条
第
三

項
の
同
意
を
得
た
市

町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
第
七
十
一
条
及

び
第
百
三
十
四
条
に

お
い
て
同
じ
。）又
は

都
道
府
県
の
長

通
訳
案
内
士
法
に
よ
る
地

域
通
訳
案
内
士
の
登
録
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

三
十
八
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

三
十
八
条
で
定
め
る
も
の

三
十
七

市
町
村
長

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の

入
所
等
の
措
置
又
は
費
用

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
三
十
九
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
保

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
知

的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知

的
障
害
者
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
三
十
九
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
三
十
九

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
障
害
者
自
立

支
援
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
三
十
九
条
で
定
め
る
も

の

三
十
八

都
道
府
県
知

事

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
入
院
措
置
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
四
十
条

で
定
め
る
も
の

精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
第
三
十
条
の
二
に
規

定
す
る
他
の
法
律
に
よ

る
医
療
に
関
す
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十

条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
法

律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
四
十
条
で
定
め
る

も
の

三
十
九

都
道
府
県
知

事

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
入
院
措
置
又
は
費
用

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
四
十
一
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
十
一
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
四

十
一
条
で
定
め
る
も
の

四
十

都
道
府
県
知
事

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
費
用
の
徴
収
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
四
十

二
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
四
十
二

条
で
定
め
る
も
の

四
十
一

都
道
府
県
知

事

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
交
付
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
四
十
三

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
又
は
特

別
障
害
給
付
金
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
四
十
三
条
で
定
め

る
も
の

四
十
二

都
道
府
県
知

事
等

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護

の
決
定
及
び
実
施
又
は
徴

収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
四
十
四
条

で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
四
十
四
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
若
し
く
は
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
、
療

育
の
給
付
若
し
く
は
障
害
児

入
所
給
付
費
の
支
給
、
身
体

障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
身
体

障
害
者
手
帳
、
精
神
保
健
及

び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
知
的
障
害

者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害

者
若
し
く
は
母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九

号
）
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け

に
関
す
る
情
報
、
障
害
者
自

立
支
援
給
付
関
係
情
報
又
は

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療

等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特

定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
四
十
四
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
、
児
童

扶
養
手
当
関
係
情
報
、
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

法
に
よ
る
給
付
金
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
障
害
児
福

祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害

者
手
当
若
し
く
は
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
」
と
い

う
。）附
則
第
九
十
七
条
第
一

項
の
福
祉
手
当
の
支
給
に
関

す
る
情
報
又
は
中
国
残
留
邦

人
等
支
援
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
四
十
四
条
で
定
め

る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
母
子
保

健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

百
四
十
一
号
）
に
よ
る
養
育

医
療
の
給
付
若
し
く
は
養
育

医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給

に
関
す
る
情
報
、
児
童
手
当

法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手

当
若
し
く
は
特
例
給
付
（
同

法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
付
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情

報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
児
童
手
当
関
係
情
報
」
と

い
う
。）、
介
護
保
険
給
付
等

関
係
情
報
又
は
障
害
者
自
立
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厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
四
十
四

条
で
定
め
る
も
の

文
部
科
学
大
臣
又
は
都

道
府
県
教
育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨

励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
に
よ
る
特
別
支
援
学
校

へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経

費
の
支
弁
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
四
十
四
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
教
育
委
員
会

又
は
市
町
村
教
育
委
員

会

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
四
十
四
条

で
定
め
る
も
の

支
援
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
四
十
四
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
又
は
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十

二
号
）
に
よ
る
職
業
転
換
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
四
十
四
条
で
定

め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

二
十
一
号
）
に
よ
る
公
務
上

の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災

害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
地
方
公
務
員
災
害
補
償

関
係
情
報
」
と
い
う
。）で

あ
っ
て
第
四
十
四
条
で
定
め

る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
又
は

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る

特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
に

よ
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
職
業

訓
練
受
講
給
付
金
関
係
情

報
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
第

四
十
四
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
四

十
四
条
で
定
め
る
も
の

四
十
三

都
道
府
県
知

事
等

生
活
保
護
法
に
よ
る
就
労

自
立
給
付
金
又
は
進
学
・

就
職
準
備
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
四
十
五
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
四

十
五
条
で
定
め
る
も
の

四
十
四

国
土
交
通
大

臣

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

に
よ
る
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
又
は
構
造
計
算

適
合
判
定
資
格
者
の
登
録

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
四
十
六
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
十
六
条
で
定
め
る
も
の

四
十
五

国
土
交
通
大

臣

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
に

よ
る
一
級
建
築
士
の
免
許

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
四
十
七
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
十
七
条
で
定
め
る
も
の

四
十
六

都
道
府
県
知

事

建
築
士
法
に
よ
る
二
級
建

築
士
又
は
木
造
建
築
士
の

免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
四
十
八
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
十
八
条
で
定
め
る
も
の

四
十
七

都
道
府
県
知

事

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

七
号
）
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
師
の
免
許
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
四
十
九

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

四
十
九
条
で
定
め
る
も
の

四
十
八

市
町
村
長

地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方

税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ

れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条

例
又
は
森
林
環
境
税
及
び

森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
一
年

法
律
第
三
号
）
に
よ
る
地

方
税
又
は
森
林
環
境
税
の

賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
五
十
条
で
定

め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
十
条
で
定
め
る

も
の

都
道
府
県
知
事

児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
及

び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調

査
及
び
判
定
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
に
よ
る
身
体
障
害
者

手
帳
、
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
又
は
知
的
障
害
者
福

祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
に

関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
障
害
者
関
係
情

報
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
第

五
十
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
条
で
定
め
る
も
の
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都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
五
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
母
子
保

健
法
に
よ
る
妊
娠
の
届
出
に

関
す
る
情
報
又
は
住
民
票
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
五
十
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
十
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
条
で
定
め
る
も
の

四
十
九

都
道
府
県
知

事

地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方

税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ

れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条

例
に
よ
る
地
方
税
の
賦
課

徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
五
十
一
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
五
十
一
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
五
十
一
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
五
十
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
一
条
で
定
め
る
も
の

五
十

国
税
庁
長
官

地
方
税
法
に
よ
る
譲
渡
割

の
還
付
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
五
十
二
条
で
定

め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
二
条
で
定
め
る
も
の

五
十
一

日
本
行
政
書

士
会
連
合
会

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
号
）
に
よ

る
行
政
書
士
の
登
録
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
五

十
三
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
三
条
で
定
め
る
も
の

五
十
二

国
土
交
通
大

臣

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶

操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

に
よ
る
海
技
士
の
免
許
又

は
小
型
船
舶
操
縦
士
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
五
十
四
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
四
条
で
定
め
る
も
の

五
十
三

公
営
住
宅
法

（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
三
号
）

第
二
条
第
十
六
号
に

規
定
す
る
事
業
主
体

で
あ
る
都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長

公
営
住
宅
法
に
よ
る
公
営

住
宅
（
同
法
第
二
条
第
二

号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅

を
い
う
。
第
五
十
五
条
に

お
い
て
同
じ
。）の
管
理
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
同

条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
五
十
五
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
五
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
五
十
五
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
五
条
で
定
め
る
も
の

五
十
四

厚
生
労
働
大

臣

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
に
よ
る
診
療

放
射
線
技
師
の
免
許
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
五

十
六
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
六
条
で
定
め
る
も
の

五
十
五

日
本
税
理
士

会
連
合
会

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
三
十
七

号
）
に
よ
る
税
理
士
の
登

録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
五
十
七
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
七
条
で
定
め
る
も
の

五
十
六

日
本
私
立
学

校
振
興
・
共
済
事
業

団

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
五
十
八
条
で
定
め
る
も

の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
十
八
条
で
定
め

る
も
の

市
町
村
長

介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
五
十
八
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

特
別
障
害
給
付
金
関
係
情
報

又
は
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
八
条
で
定
め
る
も
の

五
十
七

日
本
私
立
学

校
振
興
・
共
済
事
業

団

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

に
よ
る
短
期
給
付
又
は
年

金
で
あ
る
給
付
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

五
十
九
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

五
十
九
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
九
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
五
十
九
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
五
十
九
条
で
定
め

る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
五

十
九
条
で
定
め
る
も
の

五
十
八

厚
生
労
働
大

臣
又
は
共
済
組
合
等

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

年
金
で
あ
る
保
険
給
付
又

は
一
時
金
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
六
十

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に

よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
労
働
者
災
害
補
償
関
係

情
報
」
と
い
う
。）又
は
雇
用

保
険
法
に
よ
る
基
本
手
当
若

し
く
は
高
年
齢
雇
用
継
続
基

本
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
六
十
条
で

定
め
る
も
の
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法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
条
で
定
め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
六
十
条
で

定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
条
で
定
め
る
も
の

五
十
九

文
部
科
学
大

臣
又
は
都
道
府
県
教

育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学

奨
励
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費
の

支
弁
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
六
十
一
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
六
十
一
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
一
条
で
定
め
る
も
の

六
十

厚
生
労
働
大
臣

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三

十
年
法
律
第
百
六
十
八

号
）
に
よ
る
歯
科
技
工
士

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
六
十
二
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
二
条
で
定
め
る
も
の

六
十
一

厚
生
労
働
大

臣

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
百
六
十
三
号
）

に
よ
る
美
容
師
の
免
許
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

六
十
三
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
三
条
で
定
め
る
も
の

六
十
二

国
土
交
通
大

臣
又
は
環
境
大
臣

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
七
十
七
号
）
に

よ
る
給
水
装
置
工
事
主
任

技
術
者
免
状
の
交
付
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
六

十
四
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
四
条
で
定
め
る
も
の

六
十
三

都
道
府
県
教

育
委
員
会
又
は
市
町

村
教
育
委
員
会

学
校
保
健
安
全
法
に
よ
る

医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
の
援
助
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
六
十
五
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
六
十
五
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
五
条
で
定
め
る
も
の

六
十
四

厚
生
労
働
大

臣

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
六
条
で
定
め
る
も
の

六
十
五

国
家
公
務
員

共
済
組
合

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
六
十
七
条
で
定
め
る
も

の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
六
十
七
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
七
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
七
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
六
十
七

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
六
十
七
条
で
定
め

る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
七
条
で
定
め
る
も
の

る
臨
床
検
査
技
師
の
免
許

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
六
十
六
条
で
定
め
る
も

の

六
十
六

国
家
公
務
員

共
済
組
合
連
合
会

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

又
は
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
の
長
期
給
付
に
関
す

る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
六
十
八
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

六
十
八
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
八
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
六

十
八
条
で
定
め
る
も
の

六
十
七

国
家
公
務
員

共
済
組
合
連
合
会

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
六
十
九
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
六
十
九
条
で
定
め

る
も
の

六
十
八

都
道
府
県
知

事

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

に
よ
る
調
理
師
の
免
許
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

七
十
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
条
で
定
め
る
も
の

六
十
九

市
町
村
長
又

は
国
民
健
康
保
険
組

合

国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る

保
険
給
付
の
支
給
又
は
保

険
料
の
徴
収
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
七
十
一
条

で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
七
十
一
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
一
条
で
定
め
る
も
の
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都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
七
十
一

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
七

十
一
条
で
定
め
る
も
の

七
十

市
町
村
長
又
は

国
民
健
康
保
険
組
合

国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る

保
険
給
付
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
七
十

二
条
で
定
め
る
も
の

国
民
健
康
保
険
法
第
五

十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
他
の
法
令
に
よ
る

給
付
の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
者

国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
七

十
二
条
で
定
め
る
も
の

七
十
一

市
町
村
長

国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る

保
険
料
の
徴
収
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
七
十
三

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
三
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

母
子
保
健
法
に
よ
る
妊
娠
の

届
出
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
七
十
三
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
七
十
三
条
で
定
め

る
も
の

七
十
二

厚
生
労
働
大

臣

国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一

時
金
の
支
給
又
は
保
険
料

の
免
除
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
七
十
四
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
七
十
四
条
で
定

め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
七
十
四
条

で
定
め
る
も
の

七
十
三

厚
生
労
働
大

臣

国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一

時
金
の
支
給
、
保
険
料
の

納
付
に
関
す
る
処
分
又
は

保
険
料
そ
の
他
徴
収
金
の

徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
七
十
五
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
五
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
七

十
五
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
七

十
五
条
で
定
め
る
も
の

七
十
四

厚
生
労
働
大

臣

国
民
年
金
法
に
よ
る
保
険

料
の
免
除
又
は
保
険
料
の

納
付
に
関
す
る
処
分
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
七

十
六
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
七
十
六
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
七
十
六
条
で
定
め

る
も
の

七
十
五

市
町
村
長

知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の

入
所
等
の
措
置
又
は
費
用

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
七
十
七
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
七
十
七
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
七
十
七

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
障
害
者
自
立

支
援
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
七
十
七
条
で
定
め
る
も

の

七
十
六

住
宅
地
区
改

良
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
八
十
四

号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
施
行
者

で
あ
る
都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長

住
宅
地
区
改
良
法
に
よ
る

改
良
住
宅
（
同
法
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
改
良

住
宅
を
い
う
。
第
七
十
八

条
に
お
い
て
同
じ
。）の
管

理
若
し
く
は
家
賃
若
し
く

は
敷
金
の
決
定
若
し
く
は

変
更
又
は
収
入
超
過
者
に

対
す
る
措
置
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
同
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
七
十
八
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

七
十
八
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
七
十
八
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
七

十
八
条
で
定
め
る
も
の

七
十
七

厚
生
労
働
大

臣

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）に
よ
る
職
業
紹
介
等
、

障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の

設
置
及
び
運
営
、
納
付
金

関
係
業
務
若
し
く
は
納
付

金
関
係
業
務
に
相
当
す
る

業
務
の
実
施
、
在
宅
就
業

障
害
者
特
例
調
整
金
若
し

く
は
報
奨
金
等
の
支
給
又

は
登
録
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
七
十
九
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
難
病

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
難

病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実

施
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
七
十
九
条
で
定
め
る
も
の

七
十
八

都
道
府
県
知

事

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
四
十
五
号
）
に
よ
る

登
録
販
売
者
の
登
録
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
八

十
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
条
で
定
め
る
も
の

七
十
九

厚
生
労
働
大

臣

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

に
よ
る
薬
剤
師
の
免
許
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

八
十
一
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
一
条
で
定
め
る
も
の
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八
十

市
町
村
長

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

十
三
号
）
に
よ
る
避
難
行

動
要
支
援
者
名
簿
、
個
別

避
難
計
画
又
は
被
災
者
台

帳
の
作
成
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
八
十
二
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
児
童

福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者

証
明
事
業
の
実
施
、
障
害
児

入
所
支
援
若
し
く
は
措
置

（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
又
は
第
二
項
の
措
置

を
い
う
。）若
し
く
は
難
病
の

患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
特
定
医
療

費
の
支
給
若
し
く
は
指
定
難

病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実

施
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
八
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
若
し
く
は
母
子
保

健
法
に
よ
る
妊
娠
の
届
出
に

関
す
る
情
報
又
は
介
護
保
険

給
付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
八
十
二
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
で
あ
っ
て
第
八
十
二
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
障

害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特

別
障
害
者
手
当
又
は
昭
和
六

十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則

第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉

手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
八
十
二
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

障
害
者
自
立
支
援
給
付
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
八
十
二
条

で
定
め
る
も
の

八
十
一

都
道
府
県
知

事
等

児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

八
十
三
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
児
童

福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
入
所

支
援
、
措
置
（
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く

は
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条

の
二
第
一
項
の
措
置
を
い

う
。）若
し
く
は
日
常
生
活
上

の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び

に
就
業
の
支
援
の
実
施
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
八
十

三
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
三
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

八
十
三

地
方
公
務
員

共
済
組
合

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
に
よ
る
短
期
給
付
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
八
十
五
条
で
定
め
る

も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
五
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
五
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
五
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
八
十
五

条
で
定
め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
八
十
五
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
五
条
で
定
め

る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

十
五
条
で
定
め
る
も
の

児
童
扶
養
手
当
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
給
付
の
支
給

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
者

児
童
扶
養
手
当
法
第
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
八
十
三
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
で
あ
っ
て
第
八
十
三
条
で

定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

十
三
条
で
定
め
る
も
の

八
十
二

国
税
庁
長
官

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
六
十
六
号
）

そ
の
他
の
国
税
（
同
法
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

国
税
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
八
十
四
条
に
お

い
て
同
じ
。）に
関
す
る
法

律
に
よ
る
国
税
の
還
付
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
同

条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

十
四
条
で
定
め
る
も
の

律
に
よ
る
療
養
介
護
若
し
く

は
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
八
十
三
条

で
定
め
る
も
の
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八
十
四

地
方
公
務
員

共
済
組
合
又
は
全
国

市
町
村
職
員
共
済
組

合
連
合
会

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
又
は
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
の
長
期
給
付
等

に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

三
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
八
十
六

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
六
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

十
六
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
八

十
六
条
で
定
め
る
も
の

八
十
五

地
方
公
務
員

共
済
組
合
又
は
全
国

市
町
村
職
員
共
済
組

合
連
合
会

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
八
十
七
条
で

定
め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
八
十
七
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
七
条
で
定
め

る
も
の

八
十
六

市
町
村
長

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十

八
年
法
律
第
百
三
十
三

号
）
に
よ
る
福
祉
の
措
置

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
八
十
八
条
で
定
め
る
も

の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
八
十
八
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
八
条
で
定
め
る
も
の

八
十
七

市
町
村
長

老
人
福
祉
法
に
よ
る
費
用

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定

め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
八
十
九
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

八
十
九
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
八
十
九
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
八
十
九
条
で
定
め

る
も
の

八
十
八

都
道
府
県
知

事

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡

婦
福
祉
法
に
よ
る
償
還
未

済
額
の
免
除
又
は
資
金
の

貸
付
け
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
条
で
定
め
る
も
の

八
十
九

都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡

婦
福
祉
法
に
よ
る
配
偶
者

の
な
い
者
で
現
に
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
も
の
又
は

寡
婦
に
つ
い
て
の
便
宜
の

供
与
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
一
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
一
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
児

童
扶
養
手
当
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
九
十
一
条
で
定
め

る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
一
条
で
定
め
る
も
の

九
十

都
道
府
県
知
事

等

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡

婦
福
祉
法
に
よ
る
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
二
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
二
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
九
十
二
条
で
定
め

る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
又
は

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
九
十
二
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
二
条
で
定
め
る
も
の

九
十
一

厚
生
労
働
大

臣
又
は
都
道
府
県
知

事

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
三
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
九
十
三
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
三
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
三
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
三
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
九
十
三
条
で
定
め
る
も

の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
九
十
三
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
三
条
で
定
め
る
も
の
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九
十
二

都
道
府
県
知

事
等

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
障
害
児
福
祉
手
当
若
し

く
は
特
別
障
害
者
手
当
又

は
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
附
則
第
九
十
七
条

第
一
項
の
福
祉
手
当
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
九
十
四
条
で
定
め
る

も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
四
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
四
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
四
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
四
条
で
定
め
る
も
の

九
十
三

都
道
府
県
知

事
等

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
障
害
児
福
祉
手
当
又
は

特
別
障
害
者
手
当
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
九
十
五
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
九
十
五
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
九
十
五
条
で
定
め
る
も

の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
九
十
五
条

で
定
め
る
も
の

九
十
四

厚
生
労
働
大

臣

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療

法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
に
よ

る
理
学
療
法
士
又
は
作
業

療
法
士
の
免
許
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
九
十
六

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
六
条
で
定
め
る
も
の

九
十
五

市
町
村
長

母
子
保
健
法
に
よ
る
相

談
、
支
援
、
保
健
指
導
、

新
生
児
の
訪
問
指
導
、
健

康
診
査
、
妊
産
婦
の
訪
問

指
導
、
未
熟
児
の
訪
問
指

導
又
は
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
の
事
業
の
実
施
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
九

十
七
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

母
子
保
健
法
に
よ
る
健
康
診

査
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
九
十
七
条
で
定
め
る
も
の

九
十
六

市
町
村
長

母
子
保
健
法
に
よ
る
費
用

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
八
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
八
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
九
十
八

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
九

十
八
条
で
定
め
る
も
の

九
十
七

都
道
府
県
知

事

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四

十
一
年
法
律
第
百
十
五

号
）
に
よ
る
製
菓
衛
生
師

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
九
十
九
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

九
十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
五

厚
生
労
働
大
臣

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
六
十
四

号
）
に
よ
る
視
能
訓
練
士

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
七
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
七
条
で
定
め
る
も
の

九
十
九

地
方
公
務
員

災
害
補
償
基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

に
よ
る
公
務
上
の
災
害
又

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対

す
る
補
償
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
一
条
で
定

め
る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
百
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

一
条
で
定
め
る
も
の

百

地
方
公
務
員
災
害

補
償
基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

に
よ
る
福
祉
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
二
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
条
で
定
め
る
も
の

百
一

全
国
社
会
保
険

労
務
士
会
連
合
会

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
八
十

九
号
）
に
よ
る
社
会
保
険

労
務
士
の
登
録
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
百
三
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
条
で
定
め
る
も
の

百
二

厚
生
労
働
大
臣

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
十
九
号
）

に
よ
る
柔
道
整
復
師
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
四
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
条
で
定
め
る
も
の

百
三

厚
生
労
働
大
臣

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的

環
境
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
二
十
号
）
に
よ
る
建
築

物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者

免
状
の
交
付
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
五
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
条
で
定
め
る
も
の

百
四

経
済
産
業
大
臣

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
九
十
号
）
に
よ
る

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援

士
の
登
録
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
六
条
で
定

め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
六
条
で
定
め
る
も
の

九
十
八

厚
生
労
働
大

臣
又
は
都
道
府
県
知

事

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推

進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用

の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
職
業
転
換
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

条
で
定
め
る
も
の
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百
六

市
町
村
長
（
児

童
手
当
法
第
十
七
条

第
一
項
の
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
者
を
含

む
。）

児
童
手
当
法
に
よ
る
児
童

手
当
又
は
特
例
給
付
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
八
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
八
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

八
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

八
条
で
定
め
る
も
の

百
七

市
町
村
長

児
童
手
当
法
に
よ
る
児
童

手
当
又
は
特
例
給
付
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
九
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
九
条
で
定
め
る
も
の

百
八

市
町
村
長

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
八
十
二
号
）

に
よ
る
災
害
弔
慰
金
若
し

く
は
災
害
障
害
見
舞
金
の

支
給
又
は
災
害
援
護
資
金

の
貸
付
け
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
十
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
十
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

十
条
で
定
め
る
も
の

百
九

厚
生
労
働
大
臣

雇
用
保
険
法
に
よ
る
失
業

等
給
付
の
支
給
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
百
十
一

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
十
一
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

十
一
条
で
定
め
る
も
の

百
十

厚
生
労
働
大
臣

雇
用
保
険
法
に
よ
る
未
支

給
の
失
業
等
給
付
若
し
く

は
育
児
休
業
給
付
又
は
介

護
休
業
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

百
十
二
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
十
二
条
で
定
め
る
も
の

百
十
一

厚
生
労
働
大

臣

雇
用
保
険
法
に
よ
る
傷
病

手
当
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
十
三
条

で
定
め
る
も
の

雇
用
保
険
法
第
三
十
七

条
第
八
項
に
規
定
す
る

他
の
法
令
に
よ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者

雇
用
保
険
法
第
三
十
七
条
第

八
項
に
規
定
す
る
他
の
法
令

に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
十
三

条
で
定
め
る
も
の

百
十
二

厚
生
労
働
大

臣

雇
用
保
険
法
に
よ
る
育
児

休
業
給
付
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
十

四
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
四
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

母
子
保
健
法
に
よ
る
妊
娠
の

届
出
に
関
す
る
情
報
又
は
住

民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
十
五

後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
後
期

高
齢
者
医
療
給
付
の
支
給

又
は
保
険
料
の
徴
収
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

十
七
条
で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
十
七
条
で
定
め

る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
七
条
で
定
め
る
も
の

百
十
六

後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
後
期

高
齢
者
医
療
給
付
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
十
八
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
十
八
条
で
定
め
る
も

の

高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
五
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
他
の
法
令
に
よ
る
給

付
の
支
給
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
者

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
五
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
他
の
法
令
に

よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
百
十
八
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

十
八
条
で
定
め
る
も
の

百
十
七

市
町
村
長

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険

料
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
十
九
条
で

定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
十
八

厚
生
労
働
大

臣

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十

四
号
附
則
第
八
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

年
金
保
険
の
実
施
者
た
る

政
府
が
支
給
す
る
も
の
と

さ
れ
た
年
金
で
あ
る
保
険

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
二
十
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
二
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
十
三

厚
生
労
働
大

臣

雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用

安
定
事
業
又
は
能
力
開
発

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
十
五
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
難
病

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
難

病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実

施
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
百
十
五
条
で
定
め
る
も
の

百
十
四

厚
生
労
働
大

臣

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
二
十
八

号
）
に
よ
る
作
業
環
境
測

定
士
の
登
録
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
十
六
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
十
六
条
で
定
め
る
も
の
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百
十
九

都
道
府
県
知

事
等

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十

四
号
附
則
第
九
十
七
条
第

一
項
の
福
祉
手
当
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
二
十
一
条
で
定
め
る

も
の

昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
附
則
第
九
十
七

条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
特
別
児
童
扶
養

手
当
等
の
支
給
に
関
す

る
法
律
第
十
七
条
第
一

号
の
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
給
付
の
支
給
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
者

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四

号
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
号

の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
百
二
十
一
条
で

定
め
る
も
の

百
二
十

厚
生
労
働
大

臣

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福

祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る

社
会
福
祉
士
又
は
介
護
福

祉
士
の
登
録
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
二
十
二

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
二
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
一

厚
生
労
働

大
臣

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和

六
十
二
年
法
律
第
六
十

号
）
に
よ
る
臨
床
工
学
技

士
の
免
許
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
二
十
三
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
三
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
二

厚
生
労
働

大
臣

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
六
十
一

号
）
に
よ
る
義
肢
装
具
士

の
免
許
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
二
十
四
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
三

厚
生
労
働

大
臣

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三

年
法
律
第
三
十
六
号
）
に

よ
る
救
急
救
命
士
の
免
許

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
二
十
五
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
五
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
四

特
定
優
良

賃
貸
住
宅
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
五
年
法
律
第

五
十
二
号
）
第
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す

る
賃
貸
住
宅
の
建
設

及
び
管
理
を
行
う
都

道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
賃
貸
住
宅
の
管
理

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
二
十
六
条
で
定
め
る

も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
二
十
六
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
六
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
六
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
五

都
道
府
県

知
事
等

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永

住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
支
援
給
付
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
二
十
七
条
で
定
め

る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
二
十
七
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
、
児
童
福

祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
、
療
育
の
給
付

若
し
く
は
障
害
児
入
所
給
付

費
の
支
給
若
し
く
は
母
子
及

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
母
子
保

健
法
に
よ
る
養
育
医
療
の
給

付
若
し
く
は
養
育
医
療
に
要

す
る
費
用
の
支
給
に
関
す
る

情
報
、児
童
手
当
関
係
情
報
、

介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報

又
は
障
害
者
自
立
支
援
給
付

関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
二

十
七
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
二
十

七
条
で
定
め
る
も
の

文
部
科
学
大
臣
又
は
都

道
府
県
教
育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨

励
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特

別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た

め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
二

十
七
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
教
育
委
員
会

又
は
市
町
村
教
育
委
員

会

学
校
保
健
安
全
法
に
よ
る
医

療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

の
援
助
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
二
十
七
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
又
は
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第

百
二
十
七
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
、
児
童

扶
養
手
当
関
係
情
報
、
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

法
に
よ
る
給
付
金
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
障
害
児
福

祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害

者
手
当
若
し
く
は
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第

九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
又

は
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給

付
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
七
条
で
定
め
る
も
の

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
関

す
る
情
報
、
障
害
者
自
立
支

援
給
付
関
係
情
報
又
は
難
病

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
特
定
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
百
二
十
七
条
で

定
め
る
も
の
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地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
百
二
十
七

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
又
は

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
百
二
十
七

条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
七
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
六

都
道
府
県

知
事
又
は
広
島
市
長

若
し
く
は
長
崎
市
長

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す

る
援
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
百
十

七
号
）
に
よ
る
医
療
特
別

手
当
、
特
別
手
当
、
原
子

爆
弾
小
頭
症
手
当
又
は
健

康
管
理
手
当
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

二
十
八
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
八
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
七

都
道
府
県

知
事
又
は
広
島
市
長

若
し
く
は
長
崎
市
長

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す

る
援
護
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
保
健
手
当
又
は
葬
祭

料
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
二
十
九
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

二
十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
八

都
道
府
県

知
事
又
は
広
島
市
長

若
し
く
は
長
崎
市
長

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す

る
援
護
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
介
護
手
当
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

百
三
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
百
三
十
条
で
定

め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
条
で
定
め
る
も
の

百
二
十
九

厚
生
労
働

大
臣

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
八
年
法
律
第
八
十
二

号
。
以
下
「
平
成
八
年
法

律
第
八
十
二
号
」
と
い

う
。）附
則
第
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年

金
保
険
の
実
施
者
た
る
政

府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ

れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
三
十
一
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
一
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
一
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
一
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十

平
成
八
年
法

律
第
八
十
二
号
附
則

第
三
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
存
続
組

合
又
は
平
成
八
年
法

律
第
八
十
二
号
附
則

第
四
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
基

金

平
成
八
年
法
律
第
八
十
二

号
に
よ
る
年
金
で
あ
る
長

期
給
付
又
は
年
金
で
あ
る

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
三
十
二

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
二
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
三
十
二
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
二
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
一

市
町
村
長

介
護
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
又
は
地
域
支

援
事
業
の
実
施
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
第
百
三
十

三
条
で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
三
十
三
条
で
定

め
る
も
の

介
護
保
険
法
第
二
十
条

に
規
定
す
る
他
の
法
令

に
よ
る
給
付
の
支
給
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
者

介
護
保
険
法
第
二
十
条
に
規

定
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
三
十
三
条
で
定

め
る
も
の

百
三
十
二

市
町
村
長

介
護
保
険
法
に
よ
る
保
険

給
付
の
支
給
、
地
域
支
援

事
業
の
実
施
又
は
保
険
料

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
三
十
四
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
三
十

四
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
四
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
三
十
四
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
三

都
道
府
県

知
事

介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護

支
援
専
門
員
の
登
録
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

三
十
五
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
五
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
四

厚
生
労
働

大
臣

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平

成
九
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
に
よ
る
精
神
保
健
福

祉
士
の
登
録
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
三
十
六

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
六
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
五

厚
生
労
働

大
臣

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

に
よ
る
言
語
聴
覚
士
の
免

許
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
三
十
七
条
で
定
め

る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
七
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
六

都
道
府
県

知
事

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法

（
平
成
十
年
法
律
第
六
十

六
号
）
に
よ
る
被
災
者
生

活
再
建
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

百
三
十
八
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
三
十
八
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
八
条
で
定
め
る
も
の
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百
三
十
七

都
道
府
県

知
事
又
は
保
健
所
を

設
置
す
る
市
（
特
別

区
を
含
む
。）の
長

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
に

よ
る
費
用
の
負
担
又
は
療

養
費
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
三
十
九

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
三
十
九
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
九
条
で
定
め
る
も
の

感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
第

三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
他
の
法
律
に
よ

る
医
療
に
関
す
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に

よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
百
三
十
九
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

三
十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
八

厚
生
労
働

大
臣

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済

組
合
制
度
の
統
合
を
図
る

た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止

す
る
等
の
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
百
一
号
。
以

下「
平
成
十
三
年
統
合
法
」

と
い
う
。）附
則
第
十
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
年
金
保
険
の
実
施
者
た

る
政
府
が
支
給
す
る
も
の

と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
四
十
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
条
で
定
め
る
も
の

百
三
十
九

市
町
村
長

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
三
号
）
に
よ

る
健
康
増
進
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
四
十
一
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

健
康
増
進
法
に
よ
る
健
康
増

進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
百
四
十
一
条

で
定
め
る
も
の

百
四
十

独
立
行
政
法

人
農
業
者
年
金
基
金

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年

金
基
金
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
二
十
七
号
）
に

よ
る
農
業
者
年
金
事
業
の

給
付
の
支
給
若
し
く
は
保

険
料
そ
の
他
徴
収
金
の
徴

収
又
は
同
法
附
則
第
六
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
独
立
行
政
法
人
農
業

者
年
金
基
金
が
行
う
も
の

と
さ
れ
た
農
業
者
年
金
基

金
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
三
十
九
号
。
第
百
四
十

二
条
に
お
い
て
「
平
成
十

三
年
農
業
者
年
金
改
正

法
」
と
い
う
。）に
よ
る
改

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
四
十
二
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
、
共

済
組
合
等
又
は
農
林
漁

業
団
体
職
員
共
済
組
合

年
金
給
付
関
係
情
報
又
は
平

成
十
三
年
統
合
法
に
よ
る
年

金
で
あ
る
給
付
の
支
給
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四

十
二
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
二
条
で
定
め
る
も
の

正
前
の
農
業
者
年
金
基
金

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
七
十
八
号
。
第
百
四
十

二
条
に
お
い
て
「
平
成
十

三
年
改
正
前
農
業
者
年
金

基
金
法
」
と
い
う
。）若
し

く
は
農
業
者
年
金
基
金
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
年
法
律
第
二
十

一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

農
業
者
年
金
基
金
法
（
第

百
四
十
二
条
に
お
い
て

「
平
成
二
年
改
正
前
農
業

者
年
金
基
金
法
」
と
い

う
。）に
よ
る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
四
十
二
条
で
定
め
る

も
の

百
四
十
一

独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援

機
構

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生

支
援
機
構
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
九
十
四
号
）
に

よ
る
学
資
の
貸
与
及
び
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
第
百
四
十
三
条
で
定
め

る
も
の

医
療
保
険
者
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
医
療
に
関

す
る
給
付
の
支
給
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

者

医
療
保
険
各
法
そ
の
他
の
法

令
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
四
十
三
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
児
童

福
祉
法
に
よ
る
措
置
（
同
法

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

の
措
置
を
い
う
。）に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十
三

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
三
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
児

童
扶
養
手
当
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
四
十
三
条
で
定

め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
児
童
手
当
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十

三
条
で
定
め
る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
百
四
十
三
条
で
定
め
る

も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
で
あ
っ
て
第
百
四
十
三
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
四
十
三
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十

三
条
で
定
め
る
も
の
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内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
三
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
二

厚
生
労
働

大
臣

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特

別
障
害
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
特
別

障
害
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

四
十
四
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者
災
害
補
償
関
係
情
報

で
あ
っ
て
第
百
四
十
四
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
四
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
四
条
で
定
め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十
四

条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
三

厚
生
労
働

大
臣

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検

査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
三

十
九
号
）
附
則
第
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査

技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
に
よ
る
衛
生
検
査
技

師
名
簿
へ
の
登
録
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
四

十
五
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
五
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
四

都
道
府
県

知
事
又
は
市
町
村
長

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
よ

る
自
立
支
援
給
付
の
支
給

又
は
地
域
生
活
支
援
事
業

の
実
施
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
四
十
六
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
、
児
童
福

祉
法
に
よ
る
障
害
児
入
所
支

援
に
関
す
る
情
報
、
障
害
者

自
立
支
援
給
付
関
係
情
報
又

は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事

業
の
実
施
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
四
十
六
条
で
定

め
る
も
の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
、
介
護
保
険
給
付

等
関
係
情
報
又
は
障
害
者
自

立
支
援
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
四
十
六
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十

六
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
百
四
十
六
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
六
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
五

都
道
府
県

知
事
又
は
市
町
村
長

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
よ

る
自
立
支
援
給
付
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
四
十
七
条
で
定
め
る

も
の

障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
第
七
条
に
規
定
す
る

他
の
法
令
に
よ
り
行
わ

れ
る
給
付
の
支
給
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

者

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
第
七
条
に
規

定
す
る
他
の
法
令
に
よ
り
行

わ
れ
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十

七
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
六

都
道
府
県

知
事
又
は
市
町
村
長

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
よ

る
自
立
支
援
医
療
費
、
療

養
介
護
医
療
費
又
は
基
準

該
当
療
養
介
護
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
四
十
八
条
で

定
め
る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支

給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
四
十

八
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
七

総
務
大
臣

国
会
議
員
互
助
年
金
法
を

廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
一
号
）
又
は

同
法
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
同
法
に
よ
る
廃
止
前

の
国
会
議
員
互
助
年
金
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

七
十
号
）
に
よ
る
年
金
で

あ
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
四

十
九
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
四
十
九
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
四
十
九
条
で
定
め
る
も

の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
四
十
九
条
で
定
め
る

も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

四
十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
四
十
八

厚
生
労
働

大
臣

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

に
よ
る
特
別
遺
族
年
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
五
十
条
で
定

め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
条
で
定
め
る
も
の
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百
四
十
九

厚
生
労
働

大
臣

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給

付
及
び
国
民
年
金
の
給
付

に
係
る
時
効
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
九

年
法
律
第
百
十
一
号
）
に

よ
る
保
険
給
付
又
は
給
付

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
五
十
一
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
十
一
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
五
十
一
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
一
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十

厚
生
労
働
大

臣

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給

付
及
び
国
民
年
金
の
給
付

の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加

算
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
三
十
七
号
）
に
よ
る
保

険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金

又
は
給
付
遅
延
特
別
加
算

金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
五
十
二
条

で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

住
民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
五
十
二
条
で
定
め
る
も

の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
二
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
一

文
部
科
学

大
臣
、
都
道
府
県
知

事
又
は
都
道
府
県
教

育
委
員
会

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

十
八
号
）
に
よ
る
就
学
支

援
金
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
五
十
三

条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
五
十
三
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
三
条
で
定
め
る
も
の

文
部
科
学
大
臣
、
都
道

府
県
知
事
又
は
都
道
府

県
教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
五
十

三
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
二

厚
生
労
働

大
臣

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ

る
特
定
求
職
者
の
就
職
の

支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
四
十

七
号
）
に
よ
る
職
業
訓
練

受
講
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

五
十
四
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
四
条
で
定
め
る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
第
百
五
十
四
条
で
定
め
る

も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

特
別
障
害
給
付
金
関
係
情
報

又
は
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
四
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
三

都
道
府
県

知
事
又
は
市
町
村
長

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る

予
防
接
種
の
実
施
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
五

十
五
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接

種
の
実
施
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
五
十
五
条
で
定

め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村

長

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
に
よ
る
予
防

接
種
の
実
施
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
百
五
十
五
条
で

定
め
る
も
の

百
五
十
四

厚
生
労
働

大
臣

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る

予
防
接
種
の
実
施
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
五

十
六
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長

予
防
接
種
法
又
は
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

置
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実

施
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
百
五
十
六
条
で
定
め
る
も

の

百
五
十
五

市
町
村
長

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

六
十
五
号
）
に
よ
る
子
ど

も
の
た
め
の
教
育
・
保
育

給
付
若
し
く
は
子
育
て
の

た
め
の
施
設
等
利
用
給
付

の
支
給
又
は
地
域
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
の

実
施
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
五
十
七
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
又
は
児
童

福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
入
所

支
援
若
し
く
は
措
置
（
同
法

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

の
措
置
を
い
う
。）に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
第
百
五
十
七

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児

通
所
支
援
に
関
す
る
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民
票

関
係
情
報
又
は
障
害
者
自
立

支
援
給
付
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
五
十
七
条
で
定
め
る

も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
十
七
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
、
児
童

扶
養
手
当
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
五
十

七
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
日

本
年
金
機
構

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
百
五
十
七
条

で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
で
あ
っ
て
第
百
五
十
七
条

で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
七
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
六

厚
生
労
働

大
臣

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
五
十
八

条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
十
八
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
八
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

五
十
八
条
で
定
め
る
も
の
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百
五
十
七

都
道
府
県

知
事
又
は
国
家
戦
略

特
別
区
域
法
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百

七
号
）
第
十
二
条
の

五
第
十
二
項
に
規
定

す
る
試
験
実
施
指
定

都
市
の
長

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に

よ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
の
登
録
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

五
十
九
条
で
定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
五
十
九
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
八

都
道
府
県

知
事

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
特
定
医
療
費
の
支
給
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

百
六
十
条
で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
条
で
定
め

る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
六
十

条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
条
で
定
め
る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の
他
の

法
令
に
よ
る
給
付
の
支

給
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
者

国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令

に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
六
十

条
で
定
め
る
も
の

難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律

第
十
二
条
に
規
定
す
る

他
の
法
令
に
よ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療

等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条

に
規
定
す
る
他
の
法
令
に
よ

る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情

報
で
あ
っ
て
第
百
六
十
条
で

定
め
る
も
の

百
五
十
九

文
部
科
学

大
臣
又
は
厚
生
労
働

大
臣

公
認
心
理
師
法
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
六
十
八

号
）
に
よ
る
公
認
心
理
師

の
登
録
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
六
十
一
条
で

定
め
る
も
の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
六
十
一
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十

公
的
給
付
の

支
給
等
の
迅
速
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め

の
預
貯
金
口
座
の
登

録
等
に
関
す
る
法
律

第
十
条
に
規
定
す
る

特
定
公
的
給
付
の
支

給
を
実
施
す
る
行
政

機
関
の
長
等
（
行
政

機
関
の
長
、
地
方
公

共
団
体
の
機
関
、
独

立
行
政
法
人
等
、
地

方
独
立
行
政
法
人

（
地
方
独
立
行
政
法

人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。））

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅

速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た

め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録

等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

特
定
公
的
給
付
の
支
給
を

実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と

す
る
情
報
の
管
理
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
六

十
二
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
二
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
二
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
一

都
道
府
県

知
事
等

「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国

人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
」（
昭
和
二

十
九
年
五
月
八
日
付
け
社

発
第
三
百
八
十
二
号
厚
生

省
社
会
局
長
通
知
。
以
下

「
昭
和
二
十
九
年
社
発
第

三
百
八
十
二
号
通
知
」
と

い
う
。）に
基
づ
く
外
国
人

（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な

い
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）で
あ
っ
て
生
活
に
困

窮
す
る
者
に
係
る
保
護
の

決
定
及
び
実
施
又
は
徴
収

金
の
徴
収
（
以
下
こ
の
欄

に
お
い
て
「
生
活
保
護
関

係
事
務
」
と
い
う
。）の
取

扱
に
準
じ
た
生
活
保
護
関

係
事
務
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
六
十
三
条
で

定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
三
条
で
定

め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
、
児
童
福

祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
、
療
育
の
給
付

若
し
く
は
障
害
児
入
所
給
付

費
の
支
給
若
し
く
は
母
子
及

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
関

す
る
情
報
、
障
害
者
自
立
支

援
給
付
関
係
情
報
又
は
難
病

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
る
特
定
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
第
百
六
十
三
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
、
児
童

扶
養
手
当
関
係
情
報
、
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

法
に
よ
る
給
付
金
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
障
害
児
福

祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害

者
手
当
若
し
く
は
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第

九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
又

は
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給

付
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
三
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
、
母
子
保

健
法
に
よ
る
養
育
医
療
の
給

付
若
し
く
は
養
育
医
療
に
要

す
る
費
用
の
支
給
に
関
す
る

情
報
、児
童
手
当
関
係
情
報
、

介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報

又
は
障
害
者
自
立
支
援
給
付

関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
六

十
三
条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
若
し
く

は
日
本
年
金
機
構
又
は

共
済
組
合
等

年
金
給
付
関
係
情
報
、
特
別

障
害
給
付
金
関
係
情
報
又
は

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
関

係
情
報
で
あ
っ
て
第
百
六
十

三
条
で
定
め
る
も
の

文
部
科
学
大
臣
又
は
都

道
府
県
教
育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨

励
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特

別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た

め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
第
百
六

十
三
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
教
育
委
員
会

又
は
市
町
村
教
育
委
員

会

学
校
保
健
安
全
法
に
よ
る
医

療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

の
援
助
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
三
条
で
定

め
る
も
の
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厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事

特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
又
は
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
第

百
六
十
三
条
で
定
め
る
も
の

地
方
公
務
員
災
害
補
償

基
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
百
六
十
三

条
で
定
め
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣

失
業
等
給
付
関
係
情
報
又
は

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
関
係

情
報
で
あ
っ
て
第
百
六
十
三

条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
三
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
二

都
道
府
県

知
事
等

昭
和
二
十
九
年
社
発
第
三

百
八
十
二
号
通
知
に
基
づ

く
外
国
人
で
あ
っ
て
生
活

に
困
窮
す
る
者
に
係
る
生

活
保
護
法
に
よ
る
就
労
自

立
給
付
金
又
は
進
学
・
就

職
準
備
給
付
金
の
支
給
の

取
扱
に
準
じ
た
就
労
自
立

給
付
金
又
は
進
学
・
就
職

準
備
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

六
十
四
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
四
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
三

地
域
優
良

賃
貸
住
宅
制
度
要
綱

（
平
成
十
九
年
三
月

二
十
八
日
付
け
国
住

備
第
百
六
十
号
国
土

交
通
省
住
宅
局
長
通

知
）
第
二
条
第
九
号

に
規
定
す
る
地
域
優

良
賃
貸
住
宅
（
公
共

供
給
型
）
又
は
同
条

第
十
六
号
に
規
定
す

る
公
営
型
地
域
優
良

賃
貸
住
宅
（
公
共
供

給
型
）
の
供
給
を
行

う
都
道
府
県
知
事
又

は
市
町
村
長

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度

要
綱
に
基
づ
く
地
域
優
良

賃
貸
住
宅
の
管
理
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
六

十
五
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事

障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
六
十
五
条
で
定
め
る
も

の

法
務
大
臣

戸
籍
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第

百
六
十
五
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
五
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
四

都
道
府
県

知
事

「
特
定
感
染
症
検
査
等
事

業
に
つ
い
て
」（
平
成
十
四

年
三
月
二
十
七
日
付
け
健

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

百
六
十
五

都
道
府
県

知
事

「
感
染
症
対
策
特
別
促
進

事
業
に
つ
い
て
」（
平
成
二

十
年
三
月
三
十
一
日
付
け

健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇
一

号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長

通
知
）
の
肝
炎
治
療
特
別

促
進
事
業
実
施
要
綱
に
基

づ
く
肝
炎
治
療
特
別
促
進

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
第
百
六
十
七

条
で
定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
七
条
で
定

め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
七
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
七
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
六

都
道
府
県

知
事

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変

治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ

い
て
」（
平
成
三
十
年
六
月

二
十
七
日
付
け
健
発
〇
六

二
七
第
一
号
厚
生
労
働
省

健
康
局
長
通
知
）
の
肝
が

ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研

究
促
進
事
業
実
施
要
綱
に

基
づ
く
肝
が
ん
・
重
度
肝

硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業

の
実
施
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
六
十
八
条
で

定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
八
条
で
定

め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
八
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
八
条
で
定
め
る
も
の

百
六
十
七

文
部
科
学

大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校

等
に
係
る
高
等
学
校
等
修

学
支
援
事
業
費
補
助
金

（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）

交
付
要
綱
（
平
成
二
十
六

年
四
月
一
日
文
部
科
学
大

臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高

等
学
校
等
学
び
直
し
支
援

金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
第
百
六
十
九
条

で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
六
十
九
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
六
十
九
条
で
定
め
る
も

の

百
六
十
八

都
道
府
県

知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
学
び
直
し

へ
の
支
援
）交
付
要
綱（
平

成
二
十
六
年
四
月
一
日
文

部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規

定
す
る
高
等
学
校
等
学
び

直
し
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
第
百

七
十
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
七
十
条
で
定
め
る
も

の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
条
で
定
め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民

票
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
六
条
で
定
め
る
も
の

内
閣
総
理
大
臣

公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
で
あ
っ
て
第
百

六
十
六
条
で
定
め
る
も
の

発
第
〇
三
二
七
〇
一
二
号

厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通

知
）
の
特
定
感
染
症
検
査

等
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ

く
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者

等
の
重
症
化
予
防
推
進
事

業
に
係
る
陽
性
者
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
実
施

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

第
百
六
十
六
条
で
定
め
る

も
の

付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で

あ
っ
て
第
百
六
十
六
条
で
定

め
る
も
の
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明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

百
七
十
一

文
部
科
学

大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校

等
に
係
る
高
等
学
校
等
修

学
支
援
事
業
費
補
助
金

（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修

学
支
援
）
交
付
要
綱
（
令

和
二
年
四
月
一
日
文
部
科

学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す

る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修

学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
第
百
七

十
三
条
で
定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
七
十
三
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
三
条
で
定
め
る
も

の

百
七
十
二

都
道
府
県

知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の

生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
交

付
要
綱
（
令
和
二
年
四
月

一
日
文
部
科
学
大
臣
決

定
）
に
規
定
す
る
高
等
学

校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
七
十
四
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
七
十
四
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
四
条
で
定
め
る
も

の

百
七
十
三

都
道
府
県

知
事

「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事

業
に
つ
い
て
」（
昭
和
四
十

八
年
四
月
十
七
日
付
け
衛

発
第
二
百
四
十
二
号
厚
生

省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
）

の
特
定
疾
患
治
療
研
究
事

業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
特

定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

実
施
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
七
十
五
条
で

定
め
る
も
の

医
療
保
険
者
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合

医
療
保
険
給
付
関
係
情
報
で

あ
っ
て
第
百
七
十
五
条
で
定

め
る
も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
五
条
で
定
め
る
も

の

百
六
十
九

都
道
府
県

知
事
又
は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
奨
学
の
た

め
の
給
付
金
）
交
付
要
綱

（
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）

に
規
定
す
る
高
等
学
校
等

に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給

付
金
事
業
に
よ
る
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
七
十
一
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
七
十
一
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
一
条
で
定
め
る
も

の

百
七
十

都
道
府
県
知

事
又
は
都
道
府
県
教

育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の

生
徒
へ
の
奨
学
の
た
め
の

給
付
金
）
交
付
要
綱
（
令

和
二
年
四
月
一
日
文
部
科

学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す

る
高
等
学
校
等
専
攻
科
に

係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付

金
事
業
に
よ
る
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
第
百
七
十
二
条
で

定
め
る
も
の

都
道
府
県
知
事
等

生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ

て
第
百
七
十
二
条
で
定
め
る

も
の

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
で
あ
っ
て

第
百
七
十
二
条
で
定
め
る
も

の

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
三
条

前
条
の
表
一
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
三
十
八
条
の
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌

す
る
健
康
保
険
（
次
条
に
お
い
て
「
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
」
と
い
う
。）の
被
保
険
者
に
よ
る
被
扶

養
者
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
（
次
条
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
次
に

掲
げ
る
情
報

イ

当
該
届
出
に
係
る
被
扶
養
者
及
び
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

ロ

当
該
届
出
に
係
る
被
扶
養
者
に
係
る
市
町
村
民
税
（
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
市
町
村
民

税
（
個
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
い
い
、
特
別
区
が
同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
同
号
に

掲
げ
る
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
関
す
る
情
報

ハ

当
該
届
出
に
係
る
被
扶
養
者
又
は
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

ニ

当
該
届
出
に
係
る
被
扶
養
者
に
係
る
年
金
給
付
関
係
情
報

ホ

当
該
届
出
に
係
る
被
扶
養
者
に
係
る
雇
用
保
険
法
第
十
条
第
一
項
の
失
業
等
給
付
又
は
同
法
第
六
十
一
条
の

六
第
一
項
の
育
児
休
業
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
失
業
等
給
付
関
係
情
報
」
と
い
う
。）

二

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十

二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
死
亡
等
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
届
出
に
係
る
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

第
四
条

第
二
条
の
表
二
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

健
康
保
険
法
第
五
十
二
条
又
は
第
百
二
十
七
条
の
保
険
給
付
（
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の

給
付
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
事
務

当
該
支
給
の
申
請
を
行
う
者
に
係
る
公
的
給
付

支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報

二

健
康
保
険
法
第
五
十
二
条
又
は
第
百
二
十
七
条
の
保
険
給
付
の
う
ち
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
の
請
求
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
請
求
を
行
う
者
及
び
死
亡
し
た
当
該
請
求
に
係
る
未
支
給
の
保

険
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

三

健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
又

は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、移
送
費
、

傷
病
手
当
金
、
埋
葬
料
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
移
送
費
若
し
く
は
家
族
埋
葬
料
の
支
給

の
調
整
に
関
す
る
事
務

当
該
調
整
に
係
る
被
保
険
者
に
係
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
二
十
八
条
の
休
業
補

償
の
支
給
に
関
す
る
情
報

四

健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
又

は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療

養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務

当
該
調
整
に
係
る
被
保
険
者
に
係
る
介

護
保
険
法
第
十
八
条
第
一
号
の
介
護
給
付
、
同
条
第
二
号
の
予
防
給
付
又
は
同
条
第
三
号
の
市
町
村
特
別
給
付
の

支
給
に
関
す
る
情
報

五

健
康
保
険
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
よ
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
の
申
請
又
は
同
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含

む
。
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

医
療
保
険
各
法
に
よ
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ロ

介
護
保
険
法
第
十
八
条
第
一
号
の
介
護
給
付
、
同
条
第
二
号
の
予
防
給
付
又
は
同
条
第
三
号
の
市
町
村
特
別

給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ハ

年
金
給
付
関
係
情
報

六

健
康
保
険
法
第
百
条
第
一
項
の
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
死
亡
に
係
る
埋
葬
料
の
支

給
の
申
請
又
は
同
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
死
亡
に
係
る
埋
葬
料
の
支
給
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
埋
葬
料
若
し
く
は
家
族
埋
葬
料
、
葬
祭
料
若
し
く
は
家
族
葬
祭
料
又
は
葬
祭
費
若
し

く
は
葬
祭
の
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報


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デ 社 第 2 7 6 号 

総 行 住 第 7 7 号 

総 行 マ 第 6 3 号 

令和６年５月 2 4 日 

 

各 都 道 府 県 知 事 殿 

各 指 定 都 市 市 長 殿 

 

デジタル庁デジタル社会共通機能グループ統括官 

（ 公 印 省 略 ）  

総 務 省 自 治 行 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施

行令の一部を改正する政令等の公布について（通知） 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部

を改正する政令（令和６年政令第 188号）等が本日付けで公布されました。 

当該政令を含む本日公布した法令等の主な内容は下記のとおりであるので、貴職におか

れては、円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、各都道府県知事におかれて

は、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長に対してもこの旨周知願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に基づく

技術的な助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

＜行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律関係＞ 

第１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の

一部を改正する政令（令和６年政令第 188号） 

１ 準法定事務の基準（第８条関係） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。）第９条第１項の政令で定める基準

は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる番号利用法別表の各項の下欄に

掲げる事務と同一であることとすること。 

 

２ 機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者の範

囲（第 11条関係） 

機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者に、
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住民基本台帳法第 30 条の 15 の２第１項、第 30 条の 44 の３第１項第２号、第 30 条

の 44 の４第１項第２号、第 30 条の 44 の５第１項第２号又は第 30 条の 44 の７第１

項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者を追加するものとす

ること。 

 

３ 国外転出者に係る個人番号カードの交付手続等 

（１）個人番号カードの交付等 

ア 番号利用法第 16 条の２第５項の規定による個人番号カードの送付は、領事官又

は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える

市町村の長（以下「附票管理市町村長」という。）を経由して行うものとするこ

と。（第 13 条第３項関係） 

イ 交付市町村長以外の市町村長は、番号利用法第 17 条第１項第２号に掲げる措置

をとる場合には、交付申請者（当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カ

ードを交付する場合には、その者）に対し、当該市町村長が指定する場所への出

頭を求めるものとすること。（第 13条第６項関係） 

ウ 領事官又は市町村長は、番号利用法第 16 条の２第５項の規定による個人番号カ

ードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は

当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとするこ

と。（第 13 条第７項関係） 

エ 領事官又は市町村長は、番号利用法第 17 条第１項第２号に掲げる措置をとる場

合には、交付申請者（当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引

き渡す場合には、その者）に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の

事務所への出頭を求めるものとすること。（第 13条第９項関係） 

 

（２）個人番号カードが失効する場合（第 14 条関係） 

個人番号カードの交付を受けている者（国外転出者である者を除く。）が国外に

転出をしたときであって、その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、

当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が番号利用法第 17 条第６項の規定に

より同項に規定する措置を講じたときは、個人番号カードが失効する場合から除く

ものとするとともに、個人番号カードの交付を受けている国外転出者に係る個人番

号カードが失効する場合に関する規定を整備するものとすること。 

 

（３）個人番号カードの返納（第 16 条第２項関係） 

住所地市町村長又は附票管理市町村長は、個人番号カードの返納を命ずることを

決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総

務省令で定める方法によりその旨を通知するものとすること。 

 

第２ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の

一部を改正する政令（令和６年政令第 189号） 
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 電子証明書の発行の申請において、住所地市町村長以外の市町村長及び附票管理市町

村長以外の市町村長並びに領事官がとる番号利用法第 17条第１項第２号に掲げる措置に

準ずるものとして政令で定める措置は、申請者が当該申請者から提示又は提出を受けた

書類に係る者であることを確認することとすること。（第１条の２等関係） 

 

第３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一

の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令（令和６年デジタル庁・総

務省令第７号） 

１ 番号利用法別表第２が廃止され、番号利用法別表第１が番号利用法別表に改正され

たことに伴い、題名を改正するものとすること。 

 

２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第 48 号。以下「番号利用法等一部改正法」という。）

により個人番号の利用が新たに行われることとなった事務等について、必要な規定を

追加するものとすること。 

 

第４ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省令

第９号） 

１ 番号利用法別表第２の廃止に伴い、番号利用法第 19 条第８号において主務省令で規

定することとされている、特定個人番号利用事務を処理する者、特定個人番号利用事

務を処理するために必要な特定個人情報、特定個人情報ファイルを保有する者を規定

するものとすること。 

 

２ 番号利用法等一部改正法により新たに情報連携の対象となった事務等について必要

な事項を規定するものとすること。 

 

３ 現行の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第

７号）を廃止するものとすること。 

 

第５ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第

一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令（令和６年デジタル庁・

総務省令第８号） 

番号利用法第９条第１項において主務省令で規定することとされている準法定事務

は、以下のとおり定めるものとすること。 

（１）生活に困窮する外国人に対する保護の実施 

（２）地域優良賃貸住宅の管理 

（３）ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の
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実施 

（４）肝炎治療特別促進事業の実施 

（５）肝がん・重度肝硬変治療研究事業の実施 

（６）高等学校等学び直し支援金の支給（国立） 

（７）高等学校等学び直し支援金の支給 

（８）高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給 

（９）高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給 

（10）高等学校等専攻科修学支援金の支給（国立） 

（11）高等学校等専攻科修学支援金の支給 

（12）特定疾患治療研究事業の実施 

 

第６ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則

等の一部を改正する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第 10号） 

１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則

（平成 26年内閣府・総務省令第３号）関係 

（１）国外転出者より個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について、住民票の

写し等の提示を受けることに代えて個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認

情報に記録された個人番号及び機構保存附票本人確認情報の提供を受けること等とす

ること。 

 

（２）個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認書類について、「戸

籍の附票に記載された氏名及び出生の年月日」が記載されているものであることを要

件の一つとすること。 

 

２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定す

る個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令（平成 26 年総務省

令第 85号）関係 

国外転出者向け個人番号カードについて、有効期間満了日の１年前から再交付の申

請を行うことができることとするほか、附票管理市町村長等が暗証番号の設定を行う

ことができることとすること。 

 

３ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

（平成 15年総務省令第 120号）関係 

（１）国外転出者等に対する電子証明書の発行に当たり、申請時に申請者が提出する書

類を定めるとともに、国外転出の届出に併せて同一世帯員又は法定代理人が行う電子

証明書の再発行手続においては照会書兼回答書の提出を不要とすること。 

 

（２）住所地市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長以外の市町村長を経由した

電子証明書の発行の申請をすることができる事情を定めることとすること。 

83



 

（３）電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証

明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための

措置として、利用者証明検証者の使用に係る電子計算機において、個人番号カードが

有する機能により真正な個人番号カードであることを確認するとともに、当該確認は

対面等において利用者による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の送信を確認

できる状況等で行うこととすること。 

 

（４）市町村長が利用者証明用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び利用者

証明利用者の確認に係る事務を地方公共団体情報システム機構（以下「機構」とい

う。）に委託することができることとすること。 

 

第７ 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令（令和６年総務省・

外務省令第１号） 

  番号利用法第 16 条の２第３項の規定により、個人番号カードを引き渡すことができる

者を、公益財団法人日本台湾交流協会に係る者とすること。 

 

第８ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の

二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条

に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令（令和６年総務省・外務省令第

２号） 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 14 年

法律第 153 号）第３条の２第５項、第 48 条第１項及び第 62 条の規定により、電子証明

書の発行の申請を受けることができる者等を、公益財団法人日本台湾交流協会に係る者

とすること。 

 

第９ 電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワ

ークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準等の一部を改正する告示等（令

和６年デジタル庁・総務省告示第 23号及び令和６年デジタル庁告示第 12号） 

次に掲げる告示について、所要の規定の整備を行うものとすること。 

（１）電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネット

ワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準（平成 27 年総務省告示第

401号） 

（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九

条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務

を定める告示（平成 29年内閣府・総務省告示第１号） 

（３）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十

二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度（平成 29 年内閣府・総務省告示

第２号） 
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（４）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第

二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び

総務大臣が定める事務及び情報（令和５年デジタル庁・総務省告示第８号 等） 

（５）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定

する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十条第二項

第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項（平成 27年総務省告示第 402号） 

（６）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規

則第二十条第四号の規定に基づき内閣総理大臣が定める措置（内閣府告示第 448号） 

（７）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十

二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度（平成 29 年内閣府・総務省告示

第２号） 

 

第 10 個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示（令和６年デジタル庁

・総務省告示第 22号） 

  番号利用法等一部改正法及び関係法令の規定により、戸籍の附票に記録されている国

外転出者が附票管理市町村長に対し、自己に係る個人番号カードの発行の申請をするこ

とができることとなったこと等に伴う所要の規定の整備を行うこと。 

 

第 11 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件

（令和６年デジタル庁・総務省告示第 21号） 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部を改正する法律（令和元年法律第 16 号）及び番号利用法等一部改正法により、

戸籍の附票に記録されている国外転出者が附票管理市町村長に対し、自己に係る個人番

号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができることとなったこと等に伴

う所要の規定の整備を行うこと。 

 

＜住民基本台帳法関係＞ 

第 12 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第 190 号） 

１ 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号。以下「住基法」という。）第 30条の 15の

２第１項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同

項に規定する別表事務と同一であるものとすること。（第 30条の 12の２第１項関係） 

 

２ 機構から準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県準法定事務処理者への本

人確認情報の提供は、次のいずれかの方法により行うものとすること。（第 30 条の 12

の２第２項及び第３項関係） 

（１）総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて本人確認情報を送信する

方法 

（２）総務省令で定めるところにより、本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付す
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る方法 

 

３ 住基法第 30 条の 41 第１項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定

めるものは、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項とすること。（第 30 条の

12の３関係） 

（１）戸籍の附票の記載を行った場合 戸籍の附票の記載を行った旨及びその年月日 

（２）戸籍の附票の消除を行った場合 戸籍の附票の消除を行った旨及びその年月日 

（３）住基法第 17 条第２号、第３号、第５号及び第６号に掲げる事項の全部又は一部に

ついての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその

年月日 

（４）住基法第 17 条第７号に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 戸籍の附

票の記載の修正を行った旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前

に記載されていた住民票コード（当該戸籍の附票に住民票コードが記載されてい

なかった場合を除く。） 

 

４ 機構又は都道府県における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確

認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間

とすること。（第 30条の 12の４及び第 30条の 12の５関係） 

（１）戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認

情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受

けた日から起算して 150年を経過する日 

 (２) 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票

本人確認情報の通知の日から起算して 150年を経過する日 

 

５ 機構から国の機関等、都道府県知事等、市町村等若しくは準法定事務処理者又は都

道府県知事から都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関若しくは都道府県準法定

事務処理者への附票本人確認情報の提供は、戸籍の附票に関する事務の処理に関する

もの等を除き、次のいずれかの方法により行うものとすること。（第 30 条の 12 の６か

ら第 30条の 12の 13 関係） 

（１）総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて附票本人確認情報を送信

する方法 

（２）総務省令で定めるところにより、附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを送

付する方法 

 

６ 市町村における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確認情報の区

分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間とするこ

と。（第 34条第３項関係） 

（１）戸籍の附票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した附票本人確認情報 

当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日か
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ら起算して 150年を経過する日 

（２） 戸籍の附票の消除を行ったことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本

人確認情報の通知の日から起算して 150年を経過する日 

 

第 13 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令（令和６年総務省令第 48号） 

  機構から国の機関等、都道府県知事等、市町村等若しくは準法定事務処理者又は都道

府県知事から都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関若しくは都道府県準法定事務

処理者への附票本人確認情報の提供は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線

を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣

が定めること。 

 

第 14 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの

記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示（令和６年総務省告

示第 173号） 

  附票連携システムに求められる環境及び設備並びに具体的な運用方法等について、住

基ネットと同様の規定を整備すること。 

 

第 15 住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に

係る通知の方法を定める命令（令和６年総務省・法務省令第１号） 

  住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知は、電子計算機の操作によるも

のとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及

び法務大臣が定めること。 

 

第 16 住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた

送信の方法に関する技術的基準（令和６年総務省・法務省告示第１号） 

  住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知は、コミュニケーションサーバ

を介して行うものとすること。 

 

第 17 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に

関する省令（令和６年総務省令第 49号） 

  住基法第30条の15の２第１項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、

以下のとおり定めること。 

（１）生活に困窮する外国人に対する保護の実施 

（２）地域優良賃貸住宅の管理 

（３）ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の

実施 

（４）肝炎治療特別促進事業の実施 

（５）肝がん・重度肝硬変治療研究事業の実施 

（６）高等学校等学び直し支援金の支給（国立） 

87



（７）高等学校等学び直し支援金の支給 

（８）高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給 

（９）高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給 

（10）高等学校等専攻科修学支援金の支給（国立） 

（11）高等学校等専攻科修学支援金の支給 

（12）特定疾患治療研究事業の実施 

 

第 18 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の

一部を改正する省令（令和６年総務省令第 50号） 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37

号）及び番号利用法等一部改正法により追加された住基ネットが利用可能な国家資格関

係事務等の具体的な内容を規定すること。 

 

第 19 施行期日 

第１から第 18までの施行期日は、令和６年５月 27日とすること。 

 

第 20 留意事項 

第４、第５及び第 17 の施行に伴い、それらの規定と重複する独自利用条例について

は、施行と同時期である必要まではないものの、然るべき時期に当該条例中の重複する

規定を削除する等の対応が必要であること。 

なお、独自利用事務の方が準法定事務より連携できる情報が多い等、独自利用事務と

して情報連携を継続するべき事情がある場合は、引き続き独自利用事務として情報連携

を行うことは差し支えない。ただし、同一の事務において独自利用事務及び準法定事務

の両方を根拠として情報照会を行うことがないよう留意すること。 

また、第４及び第５の施行に伴い、該当事務について独自利用条例を定めずとも個人

番号を利用することが可能となるが、個人番号を利用した情報連携については、データ

標準レイアウトの改版が必要であり、その改版（令和７年６月）までは、独自利用事務

に係る条例に基づき情報連携を行う必要があることに留意すること。 
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